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(57)【要約】
　【０１８０】
ネイルランプは、ユーザの爪上の光硬化性ネイル製品を
硬化するように構成される。ランプは、基部と、各々、
同一又は異なる光波長プロファイルで発光してもよく、
連続的に、若しくは同一又は異なるパルス生成機能で発
光してもよい個別の光源を備えた支持部とを含む。ラン
プは、または、ソースリフレクタと、リングリフレクタ
とを含む。異なる波長プロファイルは、組み合わせによ
り、光硬化性ネイル製品を硬化するように構成される。
パルス生成機能を使用して、ネイル製品をより効率的に
硬化する。ソースリフレクタ及びリングリフレクタを使
用して、爪の特定領域を目標にする。空間が、基部と支
持部の間に配され、ユーザの爪を個別の光源からの光に
露出するように、内部にユーザの付属肢の爪を収容する
サイズを有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ネイルランプであって、
基部と、
支持部と、
光源と、
リフレクタとを備え、
前記支持部は、前記基部に連結され、その間に空間を規定するように配置され、前記空間
は、内部にユーザの付属肢の爪を収容するサイズを有し、前記空間が前記空間の後方部分
で周辺環境に開放されるようにし、
前記光源は、前記支持部内に配され、光硬化性ネイル製品を硬化するために光を生成する
ように構成され、前記付属肢が前記空間内にある時、前記爪に前記光を当てるように位置
決め、
前記リフレクタは、前記基部の上面に接続され、前記基部の左側部分と前記基部の右側部
分との間に円弧形状に配置され、前記リフレクタが、前記光源によって生成された前記光
を前記爪の前方縁部に反射するようにするネイルランプ。
【請求項２】
前記光源は、前記支持部内に配された複数の光源のうちの１つであり、
前記付属肢の前記爪は、前記付属肢の複数の爪のうちの１つであり、
各光源は、前記付属肢の爪のうちの対応する１つに向けられる光を生成するように構成さ
れる請求項１に記載のネイルランプ。
【請求項３】
前記基部と前記支持部の間の前記空間は、前記ユーザの付属肢の５つの爪を収容するサイ
ズを有する請求項１に記載のネイルランプ。
【請求項４】
前記リフレクタは、壁部部分と基部部分とを含み、前記壁部部分は、前記基部部分の面に
対して約８５度～約１００度の角度で傾斜する請求項８に記載のネイルランプ。
【請求項５】
前記基部は、右付属肢の爪及び左付属肢の爪に対応する位置インジケータを含み、３つの
中央爪に対応する前記位置インジケータの中央インジケータが、前記右付属肢及び左付属
肢で共通となるようにし、
前記右付属肢用の最右位置インジケータは、前記左付属肢用の最右位置インジケータに比
べて、前記基部の前方位置により近く配置され、
前記左付属肢用の最左位置インジケータは、前記右付属肢用の最左位置インジケータに比
べて、前記基部の前記前方位置により近く配置され、
前記リフレクタの前記基部部分は、その端部において比較的広くなり、その中央領域にお
いて比較的狭くなる請求項１０に記載のネイルランプ。
【請求項６】
ネイルランプであって、
基部と、
支持部と、
光源と、
ソースリフレクタとを備え、
前記支持部は、前記基部に連結され、その間に空間を規定するように配置され、前記空間
は、内部にユーザの付属肢の爪を収容するサイズを有し、前記空間は、前記空間の後方部
分で周辺環境に開放され、
前記光源は、前記支持部内に配され、光硬化性ネイル製品を硬化するために光を生成する
ように構成され、前記付属肢が前記空間内にある時、前記爪に前記光を当てるように位置
決めされ、
前記ソースリフレクタは、前記支持部内で前記光源を中心に配置され、前記光源からの前
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記光を前記爪に当てるような構造を有するネイルランプ。
【請求項７】
前記光源は、前記支持部内に配された複数の光源のうちの１つであり、
前記付属肢の前記爪は、前記付属肢の複数の爪のうちの１つであり、
各光源は、前記付属肢の爪のうちの対応する１つに向けられる光を生成するように構成さ
れる請求項１５に記載のネイルランプ。
【請求項８】
前記ソースリフレクタは、各々、（ｉ）楕円形、（ｉｉ）円形、（ｉｉｉ）四角形、（ｉ
ｖ）矩形、（ｖ）長円形、及び（ｖｉ）多角形のうちの１つの形状の開口を有する小端部
及び大端部を備えた錐台リフレクタである請求項１５に記載のネイルランプ。
【請求項９】
ネイルランプであって、
基部と、
支持部と、
光源と、
コントローラとを備え、
前記支持部は、前記基部に連結され、その間に空間を規定するように配置され、前記空間
は、内部にユーザの付属肢の爪を収容するサイズを有し、前記空間は、前記空間の後方部
分で周辺環境に開放され、
前記光源は、前記支持部内に配され、光硬化性ネイル製品を硬化するために光を生成する
ように構成され、前記付属肢が前記空間内にある時、前記爪に前記光を当てるように位置
決めされ、
前記光源は、複数強度ＬＥＤ装置であり、
前記光源は、第１強度と第２強度の間でパルス生成可能であり、
前記コントローラは、前記第１強度と前記第２強度の間で前記光源のパルス生成を制御す
るネイルランプ。
【請求項１０】
前記複数強度ＬＥＤ装置は、複数の半導体チップを含む回路である請求項２４に記載のネ
イルランプ。
【請求項１１】
前記半導体チップのうちの少なくとも１つは、３８０～３９０ｎｍの波長においてピーク
電磁放射強度を有し、前記半導体チップのうちの少なくとも１つは、３９５～４１５ｎｍ
の波長においてピーク電磁放射強度を有する請求項２６に記載のネイルランプ。
【請求項１２】
前記コントローラは、パルス生成可能モード、連続モード、又はパルス発光及び連続発光
の組み合わせモードで前記光源を制御するように動作可能である請求項２４に記載のネイ
ルランプ。
【請求項１３】
前記光源は、第１強度と、前記第１強度より低い第２強度の間でパルス生成可能である請
求項２４に記載のネイルランプ。
【請求項１４】
前記光源は、前記コントローラによって制御されたパルス生成シーケンスに従ってパルス
生成可能であり、前記パルス生成シーケンスは、
（ａ）第１継続期間中に前記第１強度で動作するように前記光源を制御することと、
（ｂ）第２継続期間中に前記第２強度で動作するように前記光源を制御することと、
（ｃ）所定期間中、前記シーケンス内の（ａ）及び（ｂ）を順に繰り返すこととを含む請
求項２９に記載のネイルランプ。
【請求項１５】
ネイルランプであって、
基部と、
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支持部と、
光源と、
コントローラと、
ソースリフレクタと、
リフレクタとを備え、
前記支持部は、前記基部に連結され、その間に空間を規定するように配置され、前記空間
は、内部にユーザの付属肢の爪を収容するサイズを有し、前記空間が前記空間の後方部分
で周辺環境に開放されるようにし、
前記光源は、前記支持部内に配され、光硬化性ネイル製品を硬化するために光を生成する
ように構成され、前記付属肢が前記空間内にある時、爪に前記光を当てるように位置決め
され、
前記光源は、複数強度ＬＥＤ装置であり、前記複数強度ＬＥＤ装置は、複数の半導体チッ
プを含む回路であり、前記半導体チップのうちの少なくとも１つが３８０～３９０ｎｍの
波長においてピーク電磁放射強度を有し、前記半導体チップのうちの少なくとも１つが３
９５～４１５ｎｍの波長においてピーク電磁放射強度を有するようにし、
前記光源は、第１強度と第２強度の間でパルス生成可能であり、
前記コントローラは、前記第１強度と前記第２強度の間で前記光源のパルス生成を制御し
前記ソースリフレクタは、前記支持部内で前記光源を中心に配置され、前記光源からの前
記光を前記爪に当てるような構造を有し、
前記ソースリフレクタは、小端部及び大端部を備えた錐台リフレクタであり、前記小端部
及び前記大端部は、各々、（ｉ）楕円形、（ｉｉ）円形、（ｉｉｉ）四角形、（ｉｖ）矩
形、（ｖ）長円形、及び（ｖｉ）多角形のうちの１つの形状の開口を有し、
前記錐台リフレクタの壁部は、前記小端部からの垂直位置に対して約３０度～約５０度の
角度であり、
前記錐台リフレクタは、約１１ｍｍの垂直高さを有し、
前記リフレクタは、前記基部の上面に接続され、前記基部の左側部分と前記基部の右側部
分の間に円弧形状に配置され、前記リフレクタが前記光源によって生成された前記光を前
記爪の前方部分に反射するようにするネイルランプ。
【請求項１６】
前記コントローラは、パルス生成可能モード、連続モード、又はパルス発光及び連続発光
の組み合わせモードで前記光源を制御するように動作可能である請求項４９に記載のネイ
ルランプ。
【請求項１７】
前記光源は、第１強度と、前記第１強度より低い第２強度の間でパルス生成可能である請
求項４９に記載のネイルランプ。
【請求項１８】
前記光源は、前記コントローラによって制御されたパルス生成シーケンスに従ってパルス
生成可能であり、前記パルス生成シーケンスは、
（ａ）第１継続期間中に前記第１強度で動作するように前記光源を制御することと、
（ｂ）第２継続期間中に前記第２強度で動作するように前記光源を制御することと、
（ｃ）所定期間中、前記シーケンス内の（ａ）及び（ｂ）を順に繰り返すこととを含む請
求項５２に記載のネイルランプ。
【請求項１９】
ネイルランプであって、
光源と、
光源支持部と、
コントローラとを備え、
前記光源は、前記支持部内に配され、光硬化性ネイル製品を硬化するために光を生成する
ように構成され、爪が前記支持部下方の空間内にある時、前記爪に前記光を当てるように
位置決めされ、
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前記光源は、複数強度ＬＥＤ装置であり、前記複数強度ＬＥＤ装置は、複数の半導体チッ
プを含む回路であり、前記半導体チップのうちの少なくとも１つが３８０～３９０ｎｍの
波長においてピーク電磁放射強度を有し、前記半導体チップのうちの少なくとも１つが３
９５～４１５ｎｍの波長においてピーク電磁放射強度を有するようにし、
前記光源は、第１強度と第２強度の間でパルス生成可能であり、
前記コントローラは、前記第１強度と前記第２強度の間で前記光源のパルス生成を制御す
るネイルランプ。
【請求項２０】
前記光源は、前記光源によって生成された前記光が下方に当てられるように、突出部の下
面に取付けられる構造を有する請求項７４に記載のネイルランプ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本願は、２０１４年１０月３日出願の米国仮出願第６２／０５９，５８５号及び２０１
４年１０月２日出願の米国仮出願第６２／０５８，８６５号の利益を主張するものである
。
【０００２】
　本発明は、ユーザの爪上の光硬化性ネイル製品を硬化するように設計された光源を有す
る光硬化ネイルランプ全般に関する。
【背景技術】
【０００３】
　従来のネイルコーティングは、２つのカテゴリー、すなわちマニキュア（例えば、ラッ
カー、ワニス、又はエナメル）と人工ネイル（例えば、ジェル又はアクリル）に分類され
ることもある。マニキュアは、通常、非反応性溶媒に溶解及び／又は懸濁された種々の固
形成分を備える。塗布及び乾燥に際して、固形物は、透明、半透明、又は色付きのフィル
ムとして爪表面に堆積する。通常、マニキュアは、容易にスクラッチを生じ、大抵１分以
内に溶媒によって容易に除去可能であり、上述の通りに除去されない場合には、１～５日
間で自然爪から取れるか、又は剥がれるであろう。
【０００４】
　従来の人工ネイルは、非反応性ポリマーとの組み合わせで、化学反応性モノマー、及び
／又はオリゴマー、及び光開始剤からなり、通常、１００％固形であって、非反応性溶媒
を要さない系統を生成する。光開始剤は、光源の強度及び波長に応じて異なる応答をする
。光開始剤は、光と反応し、ラジカル光開始剤を形成し、引いては、上に一覧表示した原
料と反応してネイルコーティングを形成する。より多く光開始剤を含む混合物では、その
混合物を適正に硬化するのに要する強度が低くなり、より多く染料を含む混合物は、光が
コーティングを透過するのを遮断し、その混合物を適正に硬化するのに要する強度が高く
なる。さらに、バルク硬化には、発光波長がより高いことがより望ましく、表面硬化には
、発光波長がより低いことがより望ましい。
【０００５】
　事前混合及び後続の爪甲への塗布、又は塗布及び光（例えば、ＵＶ、化学線放射、可視
スペクトル内外のその他の光）への露出に際して、化学反応が続いて起き、結果として、
除去が困難な長期継続する高耐性架橋熱硬化ネイルコーティングを形成する。人工ネイル
は、マニキュアと比較して、非常に向上した接着性、耐性、スクラッチ耐性、及び溶媒耐
性を有していることもある。
【０００６】
　ユーザの爪（例えば、手指の爪、足指の爪）に光硬化性ネイル製品（例えば、ジェル又
はアクリル）を塗布した後、ユーザは、ネイルランプ下に自身の爪のうちの１つ以上を置
く。ネイルランプは、光硬化性ネイル製品を硬化する光を放出し、耐性ネイル製品を提供
する。
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【発明の概要】
【０００７】
　本発明の１つ以上の実施形態は、光硬化性質を向上し（例えば、硬化時間がより速くな
る、ユーザの付属肢の単一の爪及び／又は複数の爪においてより一定の硬化が得られる）
、電球配置を向上し、ユーザの手／足を実質的に視認可能に周辺環境に露出されるように
維持する開放構造を備え、コンパクトな収容可能サイズを有し、電力消費を低減し、且つ
／又は、発熱を低減したネイルランプを提供する。
【０００８】
　本発明の１つ以上の実施形態は、携帯可能であり、容易に持ち運ばれるネイルランプを
提供する。
【０００９】
　本発明の１つ以上の実施形態は、ユーザの肌の光への露出を限定しつつ、ユーザの爪に
硬化光を集中させるネイルランプを提供する。
【００１０】
　本発明の１つ以上の実施形態は、少なくとも１つが他の少なくとも１つとは異なる光波
長プロファイルを有し、異なる波長プロファイルが光硬化性ネイル製品を硬化するように
構成された別個の光源の配列と、この配列の下方に配され、内部にユーザの付属肢の少な
くとも１つの爪を収容するサイズを有する空間とを含むネイルランプを提供する。別個の
光源の配列は、少なくとも１つの爪が別個の光源の少なくとも１つからの光と、他の少な
くとも１つの別個の光源からの光とに露出されるように、この空間に対して配置される。
【００１１】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、別個の光源のうちの少なくとも１つの光
波長プロファイルは、４７５ｎｍ未満の波長で最大強度を有し、別個の光源のうちの他の
少なくとも１つの光波長プロファイルは、４７５ｎｍ未満の波長で最大強度を有する。
【００１２】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、空間は、内部にユーザの付属肢の複数の
爪を収容するサイズを有し、この配列は、別個の光源の複数のクラスタを含み、複数の複
数のクラスタの各々は、互いに異なる光波長プロファイルを有する少なくとも２つの別個
の光源を含む。
【００１３】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、空間は、内部にユーザの手の５つの指を
すべて収容するサイズを有する。複数のクラスタは、第１クラスタの光源からの光をユー
ザの中指に当てるように位置決めされた第１クラスタを含む。複数のクラスタは、各々、
第１クラスタの左側及び右側に配された第２クラスタ及び第３クラスタも含む。第２クラ
スタ及び第３クラスタは、ユーザの右手又は左手のいずれが空間内に配されているかに応
じて、それらの各光源からの光を、各々、ユーザの人差し指及び薬指の爪に当てるように
位置決めされる。複数のクラスタは、第２クラスタの左に配された第４クラスタと、第３
クラスタの右に配された第５クラスタも含む。
【００１４】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、第４クラスタは、第４クラスタの光源か
らの光をユーザの左手の小指の爪に当てるように位置決めされ、第５クラスタは、第５ク
ラスタの光源からの光をユーザの左手の親指の爪に当てるように位置決めされる。複数の
クラスタは、第２クラスタの左に配され、第６クラスタの光源からの光をユーザの右手の
親指の爪に当てるように位置決めされた第６クラスタと、第３クラスタの右に配され、第
７クラスタの光源からの光をユーザの右手の小指の爪に当てるように位置決めされた第７
クラスタとを含む。
【００１５】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、このランプは、左手状態及び右手状態を
有するコントローラも含む。左手状態は、光源の第１～第５クラスタには電力を送達する
ものの、光源の第６又は第７クラスタには電力を送達しないように構成された状態である
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。右手状態は、光源の第１～第３クラスタ、第６及び第７クラスタには電力を送達するも
のの、光源の第４又は第５クラスタには電力を送達しないように構成された状態である。
【００１６】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、空間は、内部にユーザの付属肢の複数の
爪を収容するサイズを有する。別個の光源の配列は、Ｕ字型パターンに配置される。
【００１７】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、別個の光源は、少なくとも、各々、第１
光波長プロファイルを有する第１の複数の別個の光源と、各々、第２光波長プロファイル
を有する第２の複数の別個の光源とを含む。第１光波長プロファイルは、第２光波長プロ
ファイルとは異なる。
【００１８】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、空間は、内部にユーザの付属肢の複数の
爪を収容するサイズを有する。第１の複数の別個の光源及び第２の複数の別個の光源は、
複数の爪の各々を、前記第１の複数の別個の光源のうちの少なくとも１つからの光と、前
記第２の複数の別個の光源のうちの少なくとも１つからの光とに露出するように配置され
る。
【００１９】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、配列は、前記別個の光源の複数のクラス
タを含む。前記複数の複数のクラスタの各々は、前記第１の複数の別個の光源のうちの少
なくとも１つと、前記第２の複数の別個の光源のうちの少なくとも１つを含み得る。
【００２０】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、第１光波長プロファイルは、４００ｎｍ
以下の波長で最大強度を有し、第２光波長プロファイルは、４００ｎｍ以上の波長で最大
強度を有する。
【００２１】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、別個の光源は、各々、第３光波長プロフ
ァイルを有する第３の複数の別個の光源を含む。複数の複数のクラスタの各々は、第３の
複数の別個の光源のうちの少なくとも１つを含む。第３光波長プロファイルは、３８５ｎ
ｍ超４２５ｎｍ未満の波長で最大強度を有する。
【００２２】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、空間は、内部にユーザの付属肢の複数の
爪を収容するサイズを有する。別個の光源の配列は、複数の爪の各々を別個の光源のうち
の少なくとも２つよりなる各セットからの光に露出するように配置される。別個の光源の
うちの少なくとも２つよりなる各セットは、互いに異なる光波長プロファイルを備えた別
個の光源を含む。
【００２３】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、複数の爪は、ユーザの付属肢の５つの爪
である。
【００２４】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、別個の光源の各々は、発光ダイオードで
ある。
【００２５】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、空間は、実質的に、空間の前方、後方、
左側、及び右側の周辺環境に開放される。
【００２６】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、空間は、内部にユーザの２つの付属肢の
１０個すべての爪を同時に収容するサイズを有する。別個の光源の配列は、１０個の爪を
配列からの光に露出するように空間に対して位置決めされる。
【００２７】
　本発明の１つ以上の実施形態は、別個の光源の配列と、配列の下方に配された空間とを
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備えたネイルランプを使用して、光硬化性ネイル製品を硬化する方法を提供する。この方
法は、空間内に、人であるユーザの付属肢である手足の少なくとも１つの爪を受容するこ
とを含む。少なくとも１つの爪は、上部に未硬化の光硬化性ネイル製品を有する。この方
法は、別個の光源のうちの第１光源からの光と、別個の光源のうちの第２光源からの光と
に、光硬化性ネイル製品を露出することも含む。別個の光源のうちの第１光源からの光は
、別個の光源のうちの第２光源からの光とは異なる光波長プロファイルを有する。この露
出により、ネイル製品を光硬化する。
【００２８】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、別個の光源のうちの第１光源からの光及
び別個の光源のうちの第２光源からの光は、ともに、ネイル製品の前記光硬化に寄与する
。
【００２９】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、露出では、１０分未満、ネイル製品を光
硬化する。
【００３０】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、別個の光源のうちの第１光源からの光は
、４７５ｎｍ未満の波長で最大強度を有し、別個の光源のうちの第２光源からの光は、４
７５ｎｍ未満の波長で最大強度を有する。
【００３１】
　本発明の１つ以上の実施形態は、動作可能位置を有する支持部と、支持部がその動作可
能位置にある時、支持部の下方に配され、内部にユーザの付属肢の少なくとも４つの爪を
収容するサイズを有する空間と、支持部に支持され、光硬化性ネイル製品を硬化するよう
に構成された光を生成するように構成された１つ以上の光源の配列とを備えるネイルラン
プを提供する。１つ以上の光源の配列は、ユーザの付属肢が空間内にある時、少なくとも
４つの爪に光を当てるように位置決めされる。支持部が動作可能位置にある時、空間は、
実質的に、空間の前方及び後方の周辺環境に開放される。
【００３２】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、支持部が動作可能位置にある時、空間は
、実質的に、空間の左側及び右側の周辺環境に開放される。
【００３３】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、ユーザの付属肢の少なくとも４つの爪に
は、ユーザの付属肢の５つすべての爪が含まれる。
【００３４】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、支持部は、Ｕ字型であり、空間は、実質
的に、支持部を除く空間上方の周辺環境に開放される。
【００３５】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、ランプは、基部も含む。支持部は、動作
可能位置と収納位置との間で基部に対して移動するように、基部に接続される。
【００３６】
　本発明の１つ以上の実施形態は、支持部と、支持部に接続された１つ以上の光源の配列
と、配列の下方に配され、実質的にその前方及び後方の周辺環境に開放される空間とを含
むネイルランプを使用して、光硬化性ネイル製品を硬化する方法を提供する。この方法は
、空間内に、ユーザの付属肢の少なくとも４つの爪を受容することを含む。少なくとも４
つの爪は、上部に未硬化の光硬化性ネイル製品を有する。この方法は、光硬化性ネイル製
品を１つ以上の光源の配列からの光に露出することも含む。前記光への露出により、少な
くとも４つの爪上のネイル製品を硬化する。
【００３７】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、空間は、実質的に、空間の左側及び右側
の周辺環境に開放される。
【００３８】
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　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、少なくとも４つの爪には、ユーザの手の
親指、人差し指、中指、薬指、及び小指の爪が含まれる。親指、人差し指、中指、薬指、
小指を受容した後、人差し指、中指、薬指、及び小指はネイルランプの前方から視認可能
である。
【００３９】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、支持部は、Ｕ字型であり、空間は、実質
的に、支持部を除く空間上方の周辺環境に開放される。
【００４０】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、ネイルランプは、基部を含み、支持部は
、空間を提供する動作可能位置と収納位置との間で基部に対して移動するように、基部に
接続される。
【００４１】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、基部は、ユーザの付属肢を支持するよう
に構成されたプラットフォームを形成する。プラットフォームは、支持部が動作可能位置
にある時、空間の底部を規定する。
【００４２】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、支持部は、動作可能位置と収納位置との
間で基部に対して移動するように、基部に対して枢動可能に接続される。
【００４３】
　本発明の１つ以上の実施形態は、第１ハウジング部と、動作可能位置と収納位置の間で
第１ハウジング部に対して移動するように、第１ハウジング部に接続された第２ハウジン
グと、第２ハウジング部がその動作可能位置にある時、ハウジング部間に配され、内部に
ユーザの付属肢の少なくとも１つの爪を収容するサイズを有する空間と、第２ハウジング
部によって支持され、光硬化性ネイル製品を硬化するように構成された光を生成するよう
に構成された１つ以上の光源の配列とを含むネイルランプを提供する。第２ハウジング部
が動作可能位置にあり、ユーザの少なくとも１つの爪が空間内にある時、１つ以上の光源
の配列は、光を少なくとも１つの爪に当てるように位置決めされる。
【００４４】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、第２ハウジング部が動作可能位置にある
時、空間は、実質的に、空間の前方及び後方の周辺環境に開放される。
【００４５】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、空間は、内部にユーザの付属肢の５つす
べてのネイルを収容するサイズを有する。第２ハウジング部が動作可能位置にあり、ユー
ザの付属肢が空間内にある時、１つ以上の光源の配列は、光を５つの爪に当てるように位
置決めされる。
【００４６】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、第１ハウジング部は、ユーザの付属肢の
少なくとも一部を支持するように構成されたプラットフォームを含む。プラットフォーム
は、第２ハウジングが動作可能位置にある時、空間の底部を規定する。
【００４７】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、第２ハウジング部は、動作可能位置と収
納位置の間で第１ハウジング部に対して移動するように、第１ハウジング部に対して枢動
可能に接続する。
【００４８】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、ネイルランプは、第２ハウジング部が動
作可能位置にある時に比べて、第２ハウジング部が収納位置にある時に、よりコンパクト
となる。
【００４９】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、第２ハウジング部及び第１ハウジング部
は、第２ハウジング部が収納位置にある時、１つ以上の光源の配列を包囲する。
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【００５０】
　本発明の１つ以上の実施形態は、第１ハウジング部と、動作可能位置と収納位置の間で
第１ハウジング部に対して移動するように、第１ハウジング部に接続された第２ハウジン
グ部と、第２ハウジング部がその動作可能位置にある時、ハウジング部間に配される空間
と、第２ハウジング部に支持され、光硬化性ネイル製品を硬化するように構成された光を
生成するように構成された１つ以上の光源の配列とを有するネイルランプを使用して、光
硬化性ネイル製品を硬化する方法を提供する。この方法は、第２ハウジング部を動作可能
位置に位置決めすることを含む。この方法は、ユーザの付属肢の少なくとも１つの爪を空
間内に受容することも含み、少なくとも１つの爪は、上部に未硬化の光硬化性ネイル製品
を有する。この方法は、さらに、光硬化性ネイル製品を１つ以上の光源の配列からの光に
露出することを含む。光に露出することにより、少なくとも１つの爪上のネイル製品を光
硬化する。
【００５１】
　これらの実施形態のうちの１つ以上によると、少なくとも１つの爪は、ユーザの付属肢
の５つすべての爪を含む。この方法は、５つの爪を空間に受容することを含み、５つの爪
の各々は、上部に未硬化の光硬化性ネイル製品を有する。この方法は、さらに、５つの爪
の各々の光硬化性ネイル製品を１つ以上の光源の配列からの光に露出することを含む。光
に露出することにより、５つの爪の各々のネイル製品を硬化する。
【００５２】
　１つ以上の実施形態は、ネイルランプの基部の上面に接続されるリフレクタを提供する
。リフレクタは、基部の左側部分と基部の右側部分の間に円弧形状に配置される。リフレ
クタは、壁部部分及び／又は基部部分を含んでもよく、壁部部分は、基部部分に対して略
直角であってもよく、又は基部部分に対して９０°を上回る角度であってもよい。
【００５３】
　１つ以上の実施形態は、各光源の周囲の支持部内に配置されるソースリフレクタを提供
する。ソースリフレクタは、小端部と大端部とを有し、これらの端部は、各々、楕円形、
円形、四角形、矩形、又はその他任意の形状の開口を有してもよい。ソースリフレクタは
、空間内にある対応する爪に光源からの光を当てる構造を有する。
【００５４】
　１つ以上の実施形態によると、光源は、単一波長ＬＥＤ装置であってもよく、又は複数
波長ＬＥＤ装置であってもよい。ＬＥＤ装置は、複数の半導体チップが連結された回路基
板を含み、回路基板をカバーする保護レンズを含んでもよい。これらのチップは、同一の
波長のものであってもよく、又は異なる波長のものであってもよい。
【００５５】
　１つ以上の実施形態によると、ＬＥＤ装置は、パルス化されてもよい。ＬＥＤは、オフ
状態とピーク強度オン状態の間、オフ状態と中間強度オン状態の間、中間強度オン状態と
ピーク強度オン状態の間、又はオン状態における２つの中間強度の間でパルス化されても
よい。パルス生成は、変動強度と変動継続期間のパルス生成シーケンスに応じて実施され
てもよい。
【００５６】
　１つ以上の実施形態は、ＬＥＤ装置の強度を制御し、且つ／又は、ＬＥＤ装置のパルス
生成シーケンスを制御してもよいコントローラを提供する。コントローラは、ネイルラン
プ上に配置された制御ボタン、制御ダイアル、デジタル入力パッド等と接続されるコント
ローラインタフェースを含んでもよい。
【００５７】
　本発明の種々の実施形態のこれらの態様及び他の態様、並びに構造の関連要素の動作方
法及び機能と、製造部品と製造経済性の組み合わせとについては、全部で本明細書の一部
を形成する、同様の参照符号で対応部分を指定した添付の種々の図面を参照し、以下の説
明及び添付のクレームを熟考することでより明らかとなるであろう。しかしながら、図面
は例示及び説明のみを目的とするものであり、本発明の限定の定義として意図されていな
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いことが明確に理解されなければならない。また、本明細書中の任意の一実施形態に図示
又は説明された構造的特徴は、他の実施形態でも使用可能であることが認められなければ
ならない。本明細書及びクレーム中で使用される不定冠詞及び定冠詞を伴う単数形は、文
脈上、明示のない限り、複数の指示物も含む。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
　本発明の実施形態、並びにその他の目的及びさらなる特徴をより理解するために、添付
の図面とともに用いられるべき以下の説明を参照する。
【００５９】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係るネイルランプの左側面図である。
【００６０】
【図２】図２は、図１のネイルランプの左斜視図である。
【００６１】
【図３】図３は、図１のネイルランプの正面図である。
【００６２】
【図４】図４は、図１のネイルランプの上面図である。
【００６３】
【図５】図５は、支持部が収納位置にある、図１のネイルランプの左側面図である。
【００６４】
【図６】図６は、図１のネイルランプの支持部の底面図である。
【００６５】
【図７】図７は、図１のネイルランプの光源クラスタの光波長プロファイルを示すグラフ
である。
【００６６】
【図８】図８は、代替実施形態に係るネイルランプの左斜視図である。
【００６７】
【図９】図９は、各々、支持部が動作位置及び収納位置にある、図８のネイルランプの左
側面図である。
【図１０】図１０は、各々、支持部が動作位置及び収納位置にある、図８のネイルランプ
の左側面図である。
【００６８】
【図１１】図１１は、図８のネイルランプの上面図である。
【００６９】
【図１２】図１２は、ネイルランプの代替実施形態に係る光源構成の上面図である。
【００７０】
【図１３】図１３は、図１２のネイルランプの光源構成の正面図である。
【００７１】
【図１４】図１４は、代替実施形態に係るネイルランプの前方斜視図である。
【００７２】
【図１５】図１５は、図１４のネイルランプの後方斜視図である。
【００７３】
【図１６】図１６は、図１４のネイルランプの正面図である。
【００７４】
【図１７】図１７は、代替実施形態に係るネイルランプの前方上面斜視図である。
【００７５】
【図１８】図１８は、図１７のネイルランプの正面図である。
【００７６】
【図１９】図１９は、図１７のネイルランプの右斜視図である。
【００７７】
【図２０】図２０は、図１７のネイルランプの前方底面斜視図である。
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【００７８】
【図２１】図２１は、本発明の代替実施形態に係るネイルランプの部分底面図である。
【００７９】
【図２２】図２２は、他の実施形態に係るネイルランプの後方上面斜視図である。
【００８０】
【図２３】図２３は、図２２のネイルランプの拡大後方上面斜視図である。
【００８１】
【図２４】図２４は、図２２のネイルランプの前方斜視図である。
【００８２】
【図２５】図２５は、図２２のネイルランプの正面図である。
【００８３】
【図２６】図２６は、図２２のネイルランプの背面図である。
【００８４】
【図２７】図２７は、図２２のネイルランプのリフレクタの上面斜視図である。
【００８５】
【図２８】図２８は、図２２のネイルランプのリフレクタ及び基部の後方上面斜視図であ
る。
【００８６】
【図２９】図２９は、図２２のネイルランプのリフレクタ及び基部の断面図である。
【００８７】
【図３０】図３０は、他の実施形態に係るネイルランプの前方上面斜視図である。
【００８８】
【図３１】図３１は、円形開口を有する小端部及び大端部の双方を備えたソースリフレク
タを示す。
【００８９】
【図３２】図３２は、楕円形開口を有する小端部及び大端部の双方を備えたソースリフレ
クタを示す。
【００９０】
【図３３】図３３は、特定の実施形態に係るソースリフレクタの寸法を示す。
【００９１】
【図３４Ａ】図３４Ａは楕円形開口を有する小端部及び大端部の双方を備えたソースリフ
レクタを示す。
【図３４Ｂ】図３４Ｂは、楕円形開口を有する小端部及び大端部の双方を備えたソースリ
フレクタを示す。
【００９２】
【図３５】図３５は、矩形開口を有する小端部及び大端部の双方を備えたソースリフレク
タを示す。
【００９３】
【図３６Ａ】図３６Ａは、ソースリフレクタが配置された支持部の内部を示す。
【００９４】
【図３６Ｂ】図３６Ｂは、支持部内に配置されたソースリフレクタを示す。
【００９５】
【図３７Ａ】図３７Ａは、特定の実施形態に係るＬＥＤ装置を示す。
【図３７Ｂ】図３７Ｂは、特定の実施形態に係るＬＥＤ装置を示す。
【図３７Ｃ】図３７Ｃは、特定の実施形態に係るＬＥＤ装置を示す。
【図３７Ｄ】図３７Ｄは、特定の実施形態に係るＬＥＤ装置を示す。
【図３７Ｅ】図３７Ｅは、特定の実施形態に係るＬＥＤ装置を示す。
【００９６】
【図３８】図３８は、特定の実施形態に係るＬＥＤ装置の強度出力対波形プロファイルを
示す。
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【００９７】
【図３９】図３９は、特定の実施形態に係る熱流対時間のグラフを示す。
【００９８】
【図４０】図４０は、特定の実施形態に係る累積発熱対時間のグラフを示す。
【発明を実施するための形態】
【００９９】
　図１～図６は、本発明の実施形態に係るネイルランプ１０を示す。ランプ１０は、基部
２０、基部２０に対して移動可能に搭載された支持部３０、支持部３０（図６）に支持さ
れた別個の光源５０の配列４０、及びコントローラ６０（図１）を含む。
【０１００】
本明細書で使用される通り、ランプ１０の前方は、使用中、ユーザの手足が伸ばされる方
向（図１に示す左側、図２に示す底部側）を意味する。反対に、ランプ１０の後方は、前
方の反対側（図１に示す右側、図２に示す上方側）である。ランプ１０の左側は、図１の
頁の手前側に伸び、ランプ１０の右側は図１の頁の奥側に伸びる。ランプ１０の上部は、
図１の上方に伸び、ランプの底部は、反対に、図１の下方に伸びる。
【０１０１】
　図１～図５に示される通り、基部２０（例えば、第１ハウジング部）及び支持部３０（
例えば、第２ハウジング部）は、ともに、ランプ１０のハウジング７０を規定する。
【０１０２】
　図１～図５に示される通り、基部２０は、テーブル面等の水平面上に据えられ、これに
支持されるように適合される。基部２０は、ユーザの付属肢９０（すなわち、手又は足）
を支持するように構成されたプラットフォーム８０を含む。
【０１０３】
　支持部３０は、動作可能位置（図１～図４に示す）と非動作可能位置、すなわち収納位
置（図５に示す）の間で枢動軸１００（図１を参照のこと）の周りを基部２０に対して移
動するように、基部２０に対して枢動可能に接続する。支持部３０は、動作可能枢動位置
と収納枢動位置とを分離する円弧Ａ（図１）を枢動する。種々の実施形態によると、円弧
Ａは、１０度を上回り、２０度を上回り、且つ／又は、約２５度である。ランプ１０は、
支持部３０が動作可能位置（図１～図４）にある時に比べて、支持部３０が収納位置（図
５）にある時に、よりコンパクトになる。この収納位置により、ランプ１０のより容易な
保管と運搬を促進する。種々の実施形態によると、図５に示される通り、光源５０の配列
４０は、支持部３０が収納位置にある時、ランプ１０のハウジング内に（すなわち、基部
２０と志位部３０の間に包囲されることにより）包囲される。結果として、支持部４０を
収納位置に位置決めすることにより、運搬及び保管中に光源５０の配列４０を保護する。
【０１０４】
　図示のランプ１０は、動作可能位置と収納位置の間の移動を促進するため、基部２０と
支持部３０の間の枢動接続に依存するものであるが、支持部３０は、代わりに、本発明の
範囲から逸脱することなく、他の任意の好適な種別の接続（例えば、４バー結合、摺動接
続等）を使用して基部２０に対して移動可能に接続してもよい。
【０１０５】
　或いは、支持部３０は、本発明の範囲から逸脱することなく、基部２０に対して剛性接
続され得る。このような実施形態においては、支持部３０は、その動作可能位置に永続的
に配されるであろう（例えば、図１４及び図１５におけるランプ３０１０に示される通り
）。
【０１０６】
　さらに、基部２０は、本発明の範囲から逸脱することなく、ともになくすことができる
。例えば、ランプ１０の構成要素は、使用のために支持部３０が載せられる面（例えば、
テーブル面）がユーザによって自身の爪を載せるプラットフォーム８０を形成するように
、支持部３０に一体化されることができる。
【０１０７】
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　種々の実施形態によると、支持部３０の左側及び右側は、支持部３０の解体を促進する
ために（例えば、不使用時にユニットをよりコンパクトにするために）、互いに分離可能
であってもよい（又は、互いに枢動可能に接続されてもよい）。
【０１０８】
　支持部３０が動作可能位置にある時、空間１１０は、支持部３０／配列４０とプラット
フォーム８０（例えば、配列４０の下方）によって規定される。図１、図３、及び図４に
示される通り、空間１１０は、内部にユーザの付属肢９０の５つすべての爪９０ａ、９０
ｂ、９０ｃ、９０ｄ、９０ｅ（図４を参照のこと）を収容するサイズを有する。プラット
フォーム８０は、空間１１０の底部を規定する。基部２０を省略した実施形態においては
、支持部３０が載せられる平坦面が空間１１０の底部を規定するであろう。支持部３０を
動作可能位置から収納位置に移動することにより、空間１１０のサイズを小さくし、空間
１１０をなくしてもよい。１つ以上の実施形態によると、支持部３０が収納位置にある時
、空間１１０は（存在する場合）、光源５０とともに支持部３０と基部２０の間に包囲さ
れているため、ユーザにアクセスできなくてもよい。
【０１０９】
　本明細書で使用される通り、「爪」という用語（例えば、爪９０ａ、９０ｂ、９０ｃ、
９０ｄ、９０ｅ）は、自然爪、人工ネイル、及び／又は人工ネイルチップを含む。
【０１１０】
　図示のプラットフォーム８０及び空間１１０は、ユーザの付属肢の５つすべての爪を収
容するサイズを有するが、プラットフォーム８０及び空間１１０は、代わりに、より多い
数の爪又はより少ない数の爪を同時に収容するサイズを有してもよい。例えば、プラット
フォーム８０及び空間１１０は、ユーザの４つの爪９０ｂ、９０ｃ、９０ｄ、９０ｅを同
時に収容するサイズを有してもよく、一度に１つの爪を収容するサイズを有してもよく、
ユーザの手指（又は足指）の１０個すべての爪を収容するように、ユーザの両手（又は両
足）を同時に収容するサイズを有してもよい（例えば、以下に検討するネイルランプ４０
１０）。
【０１１１】
　支持部３０が動作可能位置にある時、ランプ１０の構造は、種々の方向（例えば、空間
１１０の前方、後方、左側、右側、及び／又は上方）においてランプ１０の周囲の周辺環
境に空間１１０を部分的且つ／又は実質的に開放する開放構造を提供する。図４に示され
る通り、支持部３０のＵ字型は、この開放構造の促進を助け、Ｕ字型ライト配列４０と基
部２０の間の好適な構造的接続を提供する。図４に示される通り、支持部３０のＵ字型の
屈曲部分３０ａは、ランプ１０の前方（図４の底部）に向かって配され、Ｕ字型の端部３
０ｂは、ランプ１０の後方（図４の上部）に向かって伸びる。図１～図４に示される通り
、支持部３０全体は、通常、矩形又はＯ字型であり、矩形又は「Ｏ」字には、Ｕ字型も含
まれる。本明細書で使用される通り、「Ｕ字型」という用語は、種々の膨らみ形状（例え
ば、馬蹄形状、Ｊ字型、Ｃ字型、一定の曲率半径又は変動する曲率半径を有する連続又は
非連続屈曲形状、９０度の角度で接続された３つの直線から形成される「Ｕ」字等）を幅
広く含む。Ｕ字型は、通常、ユーザの付属肢９０の爪９０ａ、９０ｂ、９０ｃ、９０ｄ、
９０ｅの屈曲パターンに沿っていることが好ましい。Ｕ字型は、通常、ランプ１０が左付
属肢９０ｌ及び右付属肢９０ｒの双方による使用に合わせて設計されるように、据えられ
たユーザの左付属肢９０ｌ及び右付属肢９０ｒの各々の屈曲爪パターンに沿うことがより
好ましい。図４は、このように重ね合わせられた付属肢９０を示しており、実線で左手９
０ｌを示し、点線で重ね合わせた右手９０ｒを示している。
【０１１２】
　図４に示される通り、上方から見ると、支持部３０は、空間１１０が実質的にランプ１
０上方の環境に開放されて維持されるように、薄いことが好ましい。種々の実施形態によ
ると、支持部３０の厚さＴは（図４に示される通り）、Ｕ字型全体に亘って４インチ、３
インチ、２．５インチ、及び／又は２インチ未満に維持される。図示の支持部３０におい
て、厚さＴは、Ｕ字型の中央に向かって最大となり、左側及び右側でより狭くなる（例え
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ば、両側で、１インチ未満の厚さ、０．５インチ未満の厚さ）。
【０１１３】
　本明細書で使用される通り、方向に対して「実質的に開放」という用語は、その方向（
例えば、前方、後方、左側、右側）における空間１１０の突出領域の少なくとも４０％が
ランプ１０の構造によって遮られないことを意味する。例えば、図１に示される通り、空
間１１０は、実質的に、支持部３０の左側によって生じた限定的な（すなわち、５０％未
満の）障害にも関わらず、ランプ１０の左の周辺環境に開放される。同様に、図４に示さ
れる通り、空間１１０は、実質的に、支持部３０によって生じた限定的な（すなわち、５
０未満の）障害にも関わらず、ランプ１０の上方の周辺環境に開放される。１つ以上の実
施形態によると、１つ以上の方向（例えば、前方、後方、左側、右側、上方）における空
間の突出領域の少なくとも２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、
及び／又は９０％が、ランプ１０の構造によって遮られなくてもよい。
【０１１４】
　別個の光源５０の配列４０は、支持部３０に支持され、光源５０からの光をユーザの５
つの爪９０ａ、９０ｂ、９０ｃ、９０ｄ、９０ｅに当てるように空間１１０に対して位置
決めされる。図４及び図６に示される通り、別個の光源５０の配列４０は、光源５０の複
数のクラスタ１３０、１４０，１５０、１６０、１７０、１８０、１９０に分割される。
図６に示される通り、複数のクラスタは、支持部３０のＵ字型とユーザの爪に沿ったＵ字
型パターンに配置される。
【０１１５】
　配列４０は、配列４０が異なる性質（例えば、異なるネイル製品を硬化するように設計
された異なる光波長プロファイル、異なる爪のセットを収容するように設計された異なる
光源５０の位置決め）を有する異なる配列４０に容易に置き換えられてもよいように、支
持部３０に対して（例えば、手動駆動可能クリップ、ねじ等を介して）取り外し可能に搭
載されてもよい。例えば、別々の相互交換可能な配列４０がユーザの右手足及び左手足の
各々に対して設けられてもよい。配列は、本説明全体を通じて、特定のサイズを有する或
る数及び配置の別個の光源を含むものとして例示されるが、任意の配列には、より多く又
はより少ない別個の光源５０が含まれてもよく、任意の好適なパターンに配置されてもよ
い。本発明では、より少ない数のより高強度の別個の光源５０を利用してもよく、この場
合、別個の光源５０は、各々、物理的により大きなサイズを有する。同様に、クラスタは
、より少ない数又はより多い数の別個の光源５０を含んでもよい。例えば、２つの異なる
波長プロファイルを有する別個の光源５０を２セット含む実施形態（以下にさらに説明す
る）において、クラスタは、２つのライトであってもよい。また３つの異なる波長を有す
る別個の光源５０を３セット含む実施形態において、クラスタは、２つ又は３つのライト
であってもよい。
【０１１６】
　図４に示される通り、クラスタ１６０は、クラスタの光源５０からの光をユーザの左手
又は右手の中指の爪９０ｃに当てるように位置決めされる。クラスタ１５０、１７０は、
各々、クラスタ１６０の左後方及び右後方に配され、ユーザの右手又は左手９０のいずれ
が空間１１０内に配されたかに応じて、その各光源５０からの光をユーザの手の人差し指
及び薬指の爪９０ｄ、９０ｂに当てるように位置決めされる。クラスタ１４０は、クラス
タ１５０の左後方に配され、クラスタ１４０の光源５０からの光をユーザの左手の小指の
爪９０ｅに当てるように位置決めされる。同様に、クラスタ１８０は、クラスタ１７０の
右後方に配され、クラスタ１８０の光源５０からの光をユーザの右手の小指の爪に当てる
ように位置決めされる。クラスタ１９０は、クラスタ１８０の右後方に配され、クラスタ
１９０の光源５０からの光をユーザの左手の親指の爪９０ａに当てるように位置決めされ
る。同様に、クラスタ１３０は、クラスタ１４０の左後方に配され、クラスタ１３０の光
源５０からの光をユーザの右手の親指の爪に当てるように位置決めされる。
【０１１７】
　クラスタ１４０、１５０、１６０、１７０、１８０は、ユーザの爪９０ｂ、９０ｃ、９
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０ｄ、９０ｅ上に向かって略下方に光を投影する。親指の爪９０ａは、ユーザの他の４つ
の爪の水平向きから約６０°の角度を有するため、親指専用クラスタ１３０、１９０は、
ユーザの親指の爪９０ａ上に向かってより直角に光を投影するように、例えば、６０°の
角度、４５°の角度、又は９０°の角度の合致角度に向けられてもよい。
【０１１８】
　クラスタの位置決めについて、ユーザの付属肢９０である手を収容するものとして説明
したが、クラスタは、追加又は代替として、ユーザの付属肢である足の爪に光源５０から
の光を当てるように位置決めされてもよい。
【０１１９】
　図１に示される通り、コントローラ６０は、光源５０を電源６５（例えば、ＤＣバッテ
リ、１１０ＶのＡＣ壁ソケット）に対して動作可能に接続する。図１に示される通り、コ
ントローラ６０は、ユーザが（すなわち、電源６５に対して光源５０を電気的に接続／切
断することにより）ランプ１００をオン及びオフするように駆動してもよい手動駆動可能
スイッチ６２を含む。コントローラ６０は、任意の種別の好適なコントローラ（アナログ
又はデジタル回路、電子機械スイッチ、プログラムチップを用いたＣＰＵ等）とすること
ができる。
【０１２０】
　図示の実施形態において、電源６５は、好適な配線６８（例えば、壁ソケット電気取出
口とともに使用される電気プラグ）を介してコントローラ６０に接続する外部電源である
。しかしながら、電源６５（例えば、バッテリ電源）は、代わりに、本発明の範囲から逸
脱することなく、ハウジング７０内（例えば、基部２０内）に収容されてもよい。
【０１２１】
　コントローラ６０は、左手及び右手のオン状態を有する。左手オン状態において、コン
トローラ６０は、ユーザの左手の爪に光を当てるようにクラスタ１４０、１５０、１６０
、１７０、１９０に電力を送達し、右手専用クラスタ１３０、１８０には電力を送達しな
い。反対に、右手オン状態において、コントローラ６０は、ユーザの右手の爪に光を当て
るようにクラスタ１３０、１５０、１６０、１７０、１８０に電力を送達し、左手専用ク
ラスタ１４０、１９０に電力を送達しない。コントローラ６０は、種々の方法で、オフ状
態、左手オン状態、及び右手オン状態を循環してもよい。手動化実施形態において、コン
トローラは、スイッチ６２（例えば、モーメンタリスイッチ）又は他のスイッチの連続手
動駆動に応じて、オフ状態、左手オン状態、及び右手オン状態（又はその逆）の次に連続
循環するように構成されてもよい。自動化実施形態において、コントローラ６０は、所定
期間、左手及び右手のオン状態のうちの一方に移行した後、所定期間、左手及び右手のオ
ン状態のうちの他方に自動移行し、その後、オフ状態に自動回復することにより、スイッ
チ６２の駆動に応答するように構成されてもよい。図２に示される通り、左手及び右手の
インジケータライト６３、６４は、各々、コントローラ６０に対して動作可能に接続し、
コントローラ６０によって選択的に照明されることにより、ランプ１０が左手オン状態又
は右手オン状態のいずれであるかを示す。コントローラ６０は、異なる状態間での移行時
、可聴警告を提供し、ユーザに手の入れ替えを示すか、又は所定期間が経過したことを示
してもよい。所定期間は、ユーザの爪上の光硬化性（例えば、光重合性）製品に対する適
切な硬化時間に対応するように、ユーザによって調整可能であってもよい。
【０１２２】
　図２に示される通り、ディスプレイ１６５（例えば、ＬＣＤ、ＬＥＤ等）は、コントロ
ーラ６０に対して動作可能に接続され、現在の硬化手順に対する残り時間を表示する。硬
化時間は、ランプ１０及びネイル製品の種々のパラメータ（例えば、特定の光源５０が使
用されること（例えば、それらの強度及び波長プロファイル）、光源から爪までの距離及
び爪への入射角度、ネイル製品の種別等）を考慮して調節されてもよい。種々の実施形態
によると、ランプ１０は、ユーザの爪上の未硬化のネイル製品を、１０分未満、５分未満
、３分未満、２分未満、１分未満、３０秒未満、及び／又は１５秒未満硬化してもよい。
種々の実施形態によると、硬化時間は、５秒から１０分であってもよい。一実施形態によ
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ると、ベースコートの硬化時間は、約１０～２０秒、次のカラーコート又はトップコート
の硬化時間は約０～２分、３０～９０秒、及び／又は６０～９０秒である。
【０１２３】
　図示の実施形態において、親指専用クラスタ１３０、１９０は、小指専用クラスタ１４
０，１８０とは別個のものである。しかしながら、代替実施形態によると、ユーザがいず
れの手を空間１１０内に置くかによって、単一のクラスタが一方の手の小指と他方の手の
親指とを収容するように、クラスタ１８０、１９０が互いに一体化されてもよく、クラス
タ１３０、１４０が互いに一体化されてもよい。このような実施形態において、単一オン
状態が、図示のランプ１０の別個の左手及び右手オン状態に取って代わるであろう。
【０１２４】
　プラットフォーム８０及び空間１１０がユーザの重ね合わせた両手９０（例えば、図４
に示す左手及び右手と同様であるが、１０個すべての爪が露出するように、上方の手９０
を下方の手９０に対して後方に引いている）を同時に収容するサイズを有する実施形態に
おいて、コントローラ６０は、クラスタ１３０、１４０，１５０、１６０、１７０、１８
０、１９０のすべてを同時にオンにしてもよい。このような実施形態において、クラスタ
１３０、１４０，１５０、１６０、１７０、１８０、１９０のうちの１つ以上は、ユーザ
の比較的前方に配された下方の手６０と比較的後方に配された上方の手９０との爪を同時
に収容するように、前後方向（図４では上下）に長尺を有してもよい。
【０１２５】
　代替実施形態によると、スイッチ６２は、動作可能位置と収納位置の間で支持部３０を
移動することにより、自動駆動されてもよい。例えば、支持部３０を収納位置から動作可
能位置に移動することにより、スイッチ６２を駆動し、コントローラ６０を、光源５０の
一部又は全部をオンにするオン状態に切り替えさせるようにしてもよい。反対に、支持部
３０を動作可能位置から収納位置に移動することにより、スイッチ６２を駆動し、コント
ローラを、光源５０をオフにするオフ状態に切り替えさせてもよい。
【０１２６】
　図示のランプ１０では、スイッチ６２は基部２０上に配されるが、スイッチ６２は、代
わりに、他の任意の好適な場所（例えば支持部３０上、電気コード６８に一体化）に配さ
れてもよい。
【０１２７】
　１つ以上の実施形態によると、爪専用クラスタ１３０、１４０，１５０、１６０、１７
０、１８０、１９０を使用することにより、ユーザの肌の光への露出を低減しつつ、ユー
ザの爪に光を集中させる。
【０１２８】
　以降、説明する通り、別個の光源５０の配列４０は、異なる光波長プロファイルを有す
る光源５０ａ、５０ｂ、５０ｃを含む。異なる光波長プロファイルの組み合わせにより、
（例えば、より迅速な硬化を提供することにより、単一の爪上の光硬化性ネイル製品の厚
さ全体に亘ってより均一な硬化を提供することにより、従来の種々のネイルランプに比べ
てより低い全体光強度で完全な硬化を可能にすることにより）ランプ１０の光硬化性質を
向上してもよい。例えば、異なる波長の光は、異なる程度で光硬化性ネイル製品を透過す
ることにより、ネイル製品の厚さ全体に亘って光硬化性ネイル製品の全体硬化を向上して
もよい。
【０１２９】
　図６に示される通り、別個の光源５０のクラスタ１３０、１４０、１５０、１６０、１
７０、１８０、１９０は、別個の光源５０ａ、別個の光源５０ｂ、及び別個の光源５０ｃ
の組み合わせを含む。異なるクラスタ１３０、１４０、１５０、１６０、１７０、１８０
、１９０は、各々、少なくとも１つの光源５０ａ、少なくとも１つの光源５０ｂ、及び少
なくとも１つの光源５０ｃを含むことが好ましい。各クラスタ１３０、１４０、１５０、
１６０、１７０、１８０、１９０は、光源５０の各種別５０ａ、５０ｂ、５０ｃを複数含
むことがより好ましい。しかしながら、クラスタ１３０、１４０、１５０、１６０、１７
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０、１８０、１９０のうちの１つ以上は、本発明の範囲から逸脱することなく、光源種別
５０ａ、５０ｂ、５０ｃのうちの１つ以上から光源５０を省略してもよい。
【０１３０】
　図７は、クラスタ１３０、１４０、１５０、１６０、１７０、１８０、１９０のうちの
１つの全体光波長プロファイル２００を示す。異なるクラスタ１３０、１４０、１５０、
１６０、１７０、１８０、１９０は、すべて同一の全体光波長プロファイルを有してもよ
く、又は異なる光波長プロファイルを有してもよい。
【０１３１】
　図７に示される通り、異なる光源５０ａ、５０ｂ、５０ｃは、互いに異なる光波長プロ
ファイルを有する。特に、クラスタ１３０、１４０、１５０、１６０、１７０、１８０、
１９０の全体光波長プロファイル２００は、各々、別個の光源５０ａ、５０ｂ、５０ｃの
別個の光波長プロファイル２００ａ、２００ｂ、２００ｃの組み合わせからなる。
【０１３２】
　光源５０ａは、４００ｎｍ、３９０ｎｍ、又は３８５未満の波長及び／又は３４０ｎｍ
、３５０ｎｍ、又は３６０ｎｍ超の波長で最大強度を有する光波長プロファイル２００ａ
を有する。一実施形態によると、光波長プロファイル２００ａは、約３６０～約３８０ｎ
ｍの間で最大強度を有する。
【０１３３】
　光源５０ｂは、４３０ｎｍ、４２０ｎｍ、又は４１０ｎｍ未満の波長及び／又は３８０
ｎｍ、３８５ｎｍ、３９０ｎｍ、又は４００ｎｍ超の波長で最大強度を有する光波長プロ
ファイル２００ｂを有する。一実施形態によると、光波長プロファイル２００ｂは、約３
８５～約４２５ｎｍの間で最大強度を有する。
【０１３４】
　光源５０ｃは、４７０ｎｍ、４６０ｎｍ、又は４５０ｎｍ未満の波長及び／又は４１０
ｎｍ、４２０ｎｍ、４２５ｎｍ、又は４３０ｎｍ超の波長で最大強度を有する光波長プロ
ファイル２００ｃを有する。一実施形態によると、光波長プロファイル２００ｃは、約４
３０～約４４５ｎｍの間で最大強度を有する。
【０１３５】
　光波長プロファイル２００ａ、２００ｂ、２００ｃは、各々、互いにプロファイル２０
０ａ、２００ｂ、２００ｃとは異なる。
【０１３６】
　種々の実施形態によると、光源５０ａ、５０ｂ、５０ｃの光波長プロファイル２００ａ
、００ｂ、２００ｃは、各々、４７５ｎｍ未満、４６０ｎｍ未満、及び／又は４５０ｎｍ
未満の波長で最大強度を有する。
【０１３７】
　特定の光源５０ａ、５０ｂ、５０ｃに対して特定の波長を説明したが、光源５０のいず
れか及びすべての波長は、代わりに、本発明の範囲から逸脱することなく、その他任意の
好適な波長及び／又は波長パターンを有してもよい。例えば、波長は、特定種別の光硬化
性ネイル製品を硬化するように特別に調節されてもよい。図示の波長はＵＶスペクトルに
おけるものであるが、目標とする光硬化性ネイル製品の硬化にはどの波長放射が好適であ
るかに応じて、ＵＶスペクトル外の波長も、追加及び／又は代替として使用されてもよい
。実際のところ、光源は、関連の光硬化性ネイル製品を硬化するために任意の種別の好適
な光（例えば、紫外線、赤外線、化学線放射、可視スペクトル内外の他の光）を提供して
もよい。
【０１３８】
　図示のランプ１０は、異なる波長プロファイルを備えた光源５０を利用しているが、光
源５０はすべて、代わりに、本発明の範囲から逸脱することなく、同一の光波長プロファ
イルを有してもよい。
【０１３９】
　図６に示される通り、別個の光源５０の配列４０は、別個の光源５０ａ、５０ｂ、５０
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ｃが搭載される１つ以上の回路基板２２０を含む。別個の光源５０ａ、５０ｂ、５０ｃは
、各々、それ自身の別個のレンズを有するＬＥＤであり得る。しかしながら、代替実施形
態によると、複数の別個の光源５０ａ、５０ｂ、５０ｃは、依然として別個の光源５０で
ありながら、単一のレンズを共有することができる。例えば、単一のレンズは、３つの各
光源５０ａ、５０ｂ、５０ｃの３つの別個のＬＥＤ半導体接合をカバーすることができる
。レンズから放出された光は、光源５０ａ、５０ｂ、５０ｃの組み合わせ光波長プロファ
イルを有するであろうが、光源５０ａ、５０ｂ、５０ｃは、各ＬＥＤ半導体接合が別個に
維持されるため、それでもなお互いに別個であろう。
【０１４０】
　代替実施形態によると、ＬＥＤ光源５０ａ、５０ｂ、５０ｃは、本発明の範囲から逸脱
することなく、その他任意の好適な種別の光源５０（例えば、蛍光灯、ガス放電）に置き
換えられてもよい。
【０１４１】
　単一の波長に集中する光源を利用した従来のネイルランプとは異なり、ランプ１０の光
源５０ａ、５０ｂ、５０ｃは、１つ以上の種別の光硬化性ネイル製品を硬化させる際の性
能を向上するために見出された、より広い範囲の光波長を提供する。結果として、本発明
の１つ以上の実施形態では、単一の波長に集中する従来の種々のネイルランプによって使
用されたものより低い全体強度を備えた光源５０ａ、５０ｂ、５０ｃの配列４０を使用す
ることができる。
【０１４２】
　以降、ユーザの爪上の光硬化性ネイル製品を硬化するためにランプ１０を使用すること
について、図１を参照して説明する。ユーザは、支持部３０を動作可能位置に移動し、自
身の適切な付属肢を空間１１０内に置く。以下、手（手指）の爪について説明を行うが、
この方法は、他の付属肢、例えば足にも適用されることが理解されなければならない。ユ
ーザは、スイッチ６２を駆動する（ランプ１０が自動的にオンするように構成されない場
合）ことにより、コントローラ６０を左（又は右）手オン状態にし、光源５０の対応する
クラスタをオンにする。光源５０は、未硬化の光硬化性ネイル製品に光を当ててネイル製
品を硬化する。その後、ユーザは、スイッチ６２を駆動してコントローラ６０を他方の手
のオン状態に切り替え（コントローラ６０が自動的にこれを行わない場合）、自らの他方
の付属肢を空間１１０内に置く。コントローラ６０は、これに応答して対応する光源５０
をオンにし、ユーザの爪に光を当てて爪上の未硬化の光硬化性ネイル製品を硬化する。
【０１４３】
　図８～図１１は、本発明の代替実施形態に係るランプ１０１０を示す。ランプ１０１０
は、ランプ１０と略同様である。ランプ１０１０とランプ１０の間の同様の特徴について
冗長な説明を避けるため、ランプ１０１０における同様の特徴は、ランプ１０について使
用した匹敵する参照符号より１０００大きい数で参照する。ランプ１０１０の支持部１０
３０は、ランプ１０の対応する支持部３０とは僅かに異なる形状を有するが、支持部１０
３０は、依然としてＵ字型である。
【０１４４】
　１つ以上の代替実施形態によると、クラスタ１３０、１４０、１５０、１６０、１７０
、１８０、１９０のうちの２つ以上は、本発明の範囲から逸脱することなく、光源５０が
Ｕ字型配列４０全体を通じてより均一に分布するように組み合わせられてもよい。例えば
、図１２及び図１３は、代替実施形態に係るネイルランプ２０１０を示す。冗長な説明を
避けるため、ランプ１０の構成要素と同様のランプ２０１０の構成要素は、ランプ１０に
おける対応構成要素より２０００大きい参照符号を使用して特定する。ランプ２０１０は
、ネイル９０ｂ、９０ｃ、９０ｄ、９０ｅ用のランプ１０のクラスタ１４０、１５０、１
６０、１７０、１８０を光源２０５０ａ、２０５０ｂ、２０５０ｃのＵ字型クラスタ２１
４０に統合したことを除いて、ランプ１０と略同様である。図１３に示される通り、クラ
スタ２１４０は、プラットフォーム２０８０の上面と略平行である。図１３に示される通
り、光源２０５０ａ、２０５０ｂ、２０５０ｃのクラスタ２１３０、２１９０は、通常、
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ユーザの左親指の爪及び右親指の爪の各々の向きに対応するために、プラットフォーム１
０８０の上面に対して４５°の角度を向く。他の実施形態において、光源２０５０ａ、２
０５０ｂ、２０５０ｃのクラスタ２１３０、２１９０は、プラットフォーム１０８０の上
面に対して６０°の角度又は９０°の角度を向くものとすることができる。
【０１４５】
　ランプ２０１０のコントローラ２０６０は、クラスタ２１３０、２１４０、２１９０の
すべてを同時にオン又はオフしてもよい。或いは、コントローラ２０６０は、（ａ）クラ
スタ２１３０、２１４０をオンにするもののクラスタ２１９０をオンにしない左手状態と
、（ｂ）クラスタ２１４０、２１９０をオンにするもののクラスタ２１３０をオンにしな
い右手状態とを有してもよい。
【０１４６】
　ランプ２０１０において、クラスタ２１３０、２１４０、２１９０、及び支持部２０３
０は、支持部２０３０及びクラスタ２１３０、２１４０、２１９０が常に動作可能位置に
くるように、基部２０２０に対して剛性搭載（例えば、ボルトを介して）される。図１２
及び図１３に示される通り、支持部２０３０は、光源２０５０ａ、２０５０ｂ、２０５０
ｃが搭載される半導体基板を含む。支持部２０３０は、さらに、ランプ１０において示さ
れたものと同様のカバー（図示せず）を含む。
【０１４７】
　図１４～図１６は、本発明の代替実施形態に係るランプ３０１０を示す。冗長な説明を
避けるため、ランプ１０又は２０１０の構成要素と同様のランプ３０１０の構成要素は、
３０００台の匹敵する参照符号を使用して特定する（例えば、基部３０２０は、ランプ１
０及びランプ２０１０の基部２０及び基部２０２０に各々対応する）。ランプ３０１０は
、支持部３０３０が常に動作可能位置にあり、空間３１１０が常にユーザの付属肢を収容
するサイズを有するように、支持部３０３０が基部３０２０に対して剛性接続されること
を除いて、ランプ１０及び２０１０と同様である。ランプ２０１０と同様に、ランプ３０
１０は、各々異なる波長プロファイルを備えた光源３０５０を含む３つの光クラスタ３１
３０、３１４０、３１９０を含む。図１５に示される通り、プラットフォーム３０８０は
、クラスタ３１３０、３１９０に隣接した親指用窪み３０８０ａを含み得る。親指用窪み
３０８０ａは、プラットフォーム３０８０の隣接部分より低く、ユーザの手をプラットフ
ォーム３０８０上により快適に位置決めできるようにする。
【０１４８】
　図１７～図２０は、本発明の代替実施形態に係るランプ４０１０を示す。冗長な説明を
避けるため、ランプ１０又は２０１０の構成要素と同様のランプ４０１０の構成要素は、
４０００台の匹敵する参照符号を使用して特定する（例えば、基部４０２０は、ランプ１
０及びランプ２０１０の基部２０及び基部２０２０に各々対応する）。ランプ３０１０と
同様に、支持部４０３０が常にその動作可能位置にあり、空間４１１０が常にユーザの付
属肢を収容するサイズを有するように、支持部４０３０が基部４０２０に対して剛性接続
される。ランプ３０１０と同様に、各々異なる波長プロファイルを備えた光源４０５０を
含む３つの光クラスタ４１３０、４１４０、４１９０を含む。図示されていないが、プラ
ットフォーム４０８０は、任意で、ランプ３０１０の親指用窪み３０８０ａと同様に位置
決めされた親指用窪みを含み得る。
【０１４９】
　図１７に示される通り、基部４０２０は、図示の実施形態いおいて基部４０２０の側に
あるスイッチ４０６２を含み得る。本実施形態において、スイッチ４０６２は、単純オン
／オフスイッチとして動作し得る。ボタン形態の追加スイッチ４０６２ａ、４０６２ｂ、
４０６２ｃ、４０６２ｄは、別個の光源４０５０の照明態様を制御する。例えば、追加ス
イッチ４０６２ａ、４０６２ｂは、各々、例えば、３０秒及び６０秒等の特定照明時間を
設定してもよく、追加スイッチ４０６２ｃ、４０６２ｄは、例えば、１秒のインクリメン
トで時間を加算又は減算することにより、照明時間を変更してもよい。これらの実施形態
において、ディスプレイ４１６５は、設定された照明時間を示すＬＣＤ画面であってもよ
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い。
【０１５０】
　他の実施形態において、各追加スイッチは、別個の波長の光源をオンするために使用さ
れてもよい。例えば、追加スイッチ４０６２ａは、第１波長の光源４０５０ａをオン及び
オフするように動作してもよく、追加スイッチ４０６２ｂは、第２波長の光源４０５０ｂ
をオン及びオフするように動作してもよく、追加スイッチ４０６２ｃは、第３波長の光源
４０５０ｃをオン及びオフするように動作してもよい。このような実施形態において、デ
ィスプレイ４１６５は、いずれの波長の光が放出されているかを示してもよい。或いは、
追加スイッチは、別個の光源の種々の配列をオン及びオフするように動作してもよい。例
えば、追加スイッチ４０６２ｂは、配列４１３０のすべての光源をオン及びオフするよう
に動作してもよく、追加スイッチ４０６２ｃは、配列４１４０のすべての光源をオン及び
オフするように動作してもよく、追加スイッチ４０６２ｄは、配列４１９０のすべての光
源をオン及びオフするように動作してもよい。以上、異なる３つの波長プロファイルを備
えた３つの異なる別個の光源４０５０ａ、４０５０ｂ、及び４０５０ｃを含むものとして
説明したが、すべての別個の光源が同一の波長プロファイルを有すること、又は２つの異
なる波長プロファイルを備えた２つの異なる別個の光源４０５０ａ及び４０５０ｂが存在
してもよいことが認められるであろう。本発明では、全体構成と制御の必要性に応じて、
より少ない数又はより多い数の追加スイッチを含んでもよい。ディスプレイ４１６５は、
上述のインジケータライト６３及び６４と同様のインジケータライト等、他の形態を採り
得る。ディスプレイ４１６５は、例えば、ＬＣＤディスプレイとインジケータライトの双
方を含むことにより、複数機能表示を行ってもよい。
【０１５１】
　図１９及び図２０に示される通り、図１２及び図１３に示されたランプ２０１０と同様
に、ランプ４０１０の図示の実施形態では、ランプ１０のクラスタ１４０、１５０、１６
０、１７０、１８０は、光源４０５０ａ、４０５０ｂ、４０５０ｃのＶ字型クラスタ４１
４０に統合される。クラスタ４１４０は、プラットフォーム４０８０の上面に略平行であ
る。Ｖ字型クラスタ４１４０は、通常、中指を照明するようにＶ字に配置された頂点（点
）と、より短い薬指、人差し指、及び小指を照明するように配置された辺とを備えて、手
の４つの指の形状に沿う。他の実施形態と同様に、配列１３０、１９０は、各々、右手及
び左手の親指を照明するために支持部４０３０の辺に配置される。
【０１５２】
　図２１は、本発明の代替実施形態に係るネイルランプ５０１０を示す。冗長な説明を避
けるため、ランプ１０、１０１０、２０１０、３０１０、４０１０の構成要素と同様のラ
ンプ５０１０の構成要素は、５０００台の匹敵する参照符号を使用して特定する。ランプ
５０１０は、ランプ５０１０、その支持部５０３０、その基部（図示せず）、その空間５
１１０、及びその光源５０５０が１０個すべての隣同士の爪上のネイル製品を同時に硬化
するように、ユーザの双方の付属肢（両手又は両足）上の１０個すべての爪を同時に収容
するように構成されることを除いて、ランプ１０、１０１０、２０１０、３０１０、４０
１０と略同様である。図１７に示される通り、ライト５０５０の２つのクラスタ５１３０
、５１９０は、ユーザの左付属肢及び右付属肢の各々のために、空間５１１０を左側及び
右側に分割する。クラスタ５１３０、５１９０は、それらの光源５０５０からの光をユー
ザの左親指の爪及び右親指の爪の各々に当てるように位置決めされる。クラスタ５１３０
、５１９０は、ユーザの親指の爪に光をより正面から当てるように角度（例えば、３０°
、４５°、又は６０°の角度）を有してもよい。ランプ４０１０の２つの付属肢の１０個
の爪の特徴は、本発明の範囲から逸脱することなく、他のランプ１０、１０１０、２０１
０、３０１０、４０１０のいずれかに組み込まれてもよい。
【０１５３】
　ランプ１０、１０１０、２０１０、３０１０、４０１０、５０１０において、種々の光
源及び光クラスタは、ユーザの爪の各々に対して、同様の光源と爪との間の空隙、光源と
爪との間の光強度、及び光源と爪の間の入射角（例えば、光が爪表面に正面から当たるよ
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うに約９０°）を提供するように位置決めされるのが好ましい。種々の実施形態によると
、このような異なるクラスタに亘る整合性により、ユーザの異なる爪上のネイル製品をよ
り均一に硬化できるようにする。
【０１５４】
　図２２～図２９は、本発明の他の態様に係るネイルランプ６０１０を示す。冗長な説明
を避けるため、ランプ１０、１０１０、２０１０、３０１０、４０１０、及び５０１０の
構成要素と同様なランプ６０１０の構成要素は、６０００台の匹敵する参照符号を使用し
て特定する（例えば、基部６０２０は、ランプ１０の基部２０に対応する）。ランプ６０
１０は、基部６０２０、支持部６０３０、光源６０５０、及びリフレクタ６２６０を含む
。
【０１５５】
　ランプ６０１０の支持部６０３０は、支持部６０３０がその動作可能位置にあり、基部
６０２０と支持部６０３０の間の空間６１１０がユーザの付属肢を収容するサイズを有す
るように、基部６０２０に接続される。空間６１１０は、空間６１１０の後方部分６１１
０ａで周辺環境に開放される。空間６１１０は、さらに、空間６１１０の前方、左側、及
び／又は右側部分で周辺環境に開放されてもよい。基部６０２０は、図２６及び図２９に
示されるように、平坦でもよく、凸形状を有してもよい。
【０１５６】
　光源６０５０は、ランプ６０１０の支持部６０３０内に配される。光源６０５０は、光
硬化性ネイル製品を硬化する光を生成するように構成され、光源６０５０は、ユーザの付
属肢の爪に光を当てるように位置決めされる。光源６０５０は、単一の発光要素であって
もよく、又は複数の発光要素を含んでもよい。例えば、光源６０５０は、単一のＬＥＤ装
置であってもよく、複数のＬＥＤ装置を含んでもよい。図２４は、支持部６０３０内で光
源６０５０を中心として配置されたソースリフレクタ６０５５を示すが、ソースリフレク
タ６０５５は、任意であり、以下により詳細に説明する。
【０１５７】
　一実施形態において、複数の光源６０５０は、支持部６０３０内に配置されてもよい。
例えば、ランプ６０１０は、２つ、３つ、４つ、又はそれ以上の光源６０５０を含んでも
よい。図２５に示される実施形態において、ユーザの付属肢の５つの爪の各々に対応する
光源６０５０が示されている。上述の通り、複数の光源６０５０は、各々、単一のＬＥＤ
装置又は複数のＬＥＤ装置を含んでもよい。
【０１５８】
　他の実施形態において、ランプ６０１０は、ユーザの両手及び両足のいずれかの５つの
爪を受容するように構成されてもよい。ランプ６０１０は、ユーザの左付属肢又は右付属
肢の各爪に対応する光源６０５０を含んでもよい。本構成において、ランプ６０１０は、
ユーザの左親指及び右親指の爪と、左小指及び右小指の爪の各々に対する光源と、ユーザ
の左薬指の爪とユーザの右人差し指の爪に対する共通光源と、左中指及び右中指の爪に対
する共通光源と、ユーザの左人差し指の爪とユーザの右薬指の爪に対する共通光源との、
合計７つの光源６０５０を含んでもよい。
【０１５９】
　上述の実施形態は１つの付属肢のみに対する構成を説明するものであったが、他の実施
形態においては、ランプ６０１０は、２つの付属肢を受け入れるように構成されてもよい
。本例の実施形態においては、ユーザの３つの中央の爪について説明した共通構成の代わ
りに、それぞれ各爪用の１０個の光源６０５０が含まれてもよく、ここで各光源６０５０
は、ユーザの各手指／足指の個々の爪に対応する。
【０１６０】
　ランプ６０１０は、基部６０２０の上面に接続されたリフレクタ６２６０を含む。リフ
レクタ６２６０は、基部６０２０の左側部分６０２０ａと基部６０２０の右側部分６０２
０ｂの間で円弧形状に配置される。このような配置により、リフレクタ６２６０に、ユー
ザの爪の前方縁部と爪の下方部分とに光源６０５０によって生成された光を反射させる。
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リフレクタ６２６０は、図２８に示される通り、基部６０２０の周囲からオフセットされ
た位置に配置されてもよく、或いは、基部６０２０の周囲に配置されてもよい（図示せず
）。
【０１６１】
　リフレクタ６２６０は、プラスチック材料、金属材料、及び／又はその他任意の好適な
剛性材料から作成されてもよい。例えば、リフレクタ６２６０は、プラスチック材料から
作成されてもよく、その反射率を改善するために研磨仕上げされた金属層が塗布されても
よい。リフレクタ６２６０は、図２７及び図２８に示される通り、壁部部分６２６２と、
任意で基部６２６４を含んでもよい。基部部分６２６４は、爪の下方部分におけるネイル
製品の硬化を向上する。
【０１６２】
　壁部６２６２は、基部部分６２６４に略直角（すなわち、９０°）であってもよく、或
いは、基部部分６２６４に対して９０°未満又は９０°超の角度αを有してもよい。一実
施形態において、壁部部分６２６２は、基部部分６２６４の面に対して約９０°～１００
°の角度で傾斜し、図２９に示される通り、壁部部分の頂上縁部が基部６０２０の中央領
域６０２０ｃから離れて傾斜するようにする。他の実施形態において、壁部部分６２６２
は、壁部部分の頂上縁部が基部６０２０の中央領域６０２０ｃに向かって傾斜するように
、基部部分６２６４の面に対して約８５°～９０°の角度を有してもよい。例えば、この
角度は、基部部分６２６４の面に対して約９３°であってもよい。傾斜角度αは、壁部部
分６２６２の高さ、基部部分６２６４の幅、及び／又は壁部部分６２６２の爪からの距離
を変更することで最適化されてもよい。一実施形態において、壁部部分６２６２の高さは
、ユーザの手指／足指の高さより高い。例えば、リフレクタ６２６０は、爪の縁部から約
１６ｍｍに位置決めされ、約１８ｍｍの高さを有する。
【０１６３】
　さらに他の実施形態において、図２８に示される通り、基部６０２０は、位置インジケ
ータ６０９５ａ、６０９５ｂ、６０９５ｃ、６０９５ｄ、６０９５ｅ、６０９５ｆ、６０
９５ｇ（「位置インジケータ６０９５」と総称する）を含んでもよい。位置インジケータ
６０９５は、所望の爪位置を示す窪み、突起、マーキング、及び／又はその他任意の種別
の好適な手段に代表されてもよい。各インジケータ６０９５は、右付属肢の爪及び／又は
左付属肢の爪に対応する。位置インジケータ６０９５ａ、６０９５ｂ、６０９５ｃ、６０
９５ｄ、６０９５ｅは、例えば、ユーザの右手の親指、人差し指、中指、薬指、小指に各
々対応する。位置インジケータ６０９５ｆ、６０９５ｄ、６０９５ｃ、６０９５ｂ、６０
９５ｇは、例えば、ユーザの左手の親指、人差し指、中指、薬指、及び小指に各々対応す
る。簡潔にするため、本明細書における説明では、ユーザの両手の爪について参照する。
当業者に理解されるであろう通り、位置インジケータは、ユーザの片足／両足の足指に対
しても同様に配置可能である。
【０１６４】
　より具体的には、図２８に示し、上述した通り、位置インジケータ６０９５ｂ、６０９
５ｃ、６０９５ｄの中央の位置インジケータは、左手と右手の両手（すなわち、左手と右
手の中央３つの爪）に共通である。右手用最右位置インジケータ６０９５ｅは、基部６０
２０の前方部分、左手用最右位置インジケータ６０９５ｆにより近くなるように位置決め
される。同様に、左手用最左位置インジケータ６０９５ｇは、右手用最左位置インジケー
タ６０９５ａに比べて基部の前方部分により近くなるように位置決めされる。
【０１６５】
　リフレクタ６２６０の基部部分６２６４は、基部６２６４の左側から基部６２６４の右
側まで均一な幅であってもよい。或いは、リフレクタ６２６０の基部部分６２６４は、そ
の端部（すなわち、凡そ位置インジケータ６０９５ａ、６０９５ｆの位置）でより広くな
ってもよく、その中央領域（すなわち、凡そ位置インジケータ６０９５ｂ、６０９５ｃ、
６０９５ｄ）でより狭くなってもよい。基部部分６２６４がより広くなることにより、位
置インジケータ６０９５ａ、６０９５ｆに位置決めされた左親指及び右親指の爪の硬化を
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【０１６６】
　図３０～図３６は、本発明の他の態様に係るネイルランプ７０１０と関連構成要素を示
す。冗長な説明を避けるため、ランプ１０、１０１０、２０１０、３０１０、４０１０、
５０１０、及び６０１０の構成要素と同様のランプ７０１０の構成要素は、７０００台の
匹敵する参照符号を使用して特定する（例えば、基部７０２０は、ランプ１０の基部２０
に対応する）。
【０１６７】
　ランプ７０１０は、ランプ７０１０がリフレクタ６２６０等のリフレクタを含まないこ
とを除いて、ランプ６０１０と同様である。また、ランプ７０１０は、ソースリフレクタ
７０５５を含む。ランプ７０１０は、基部７０２０、支持部７０３０、光源７０５０、及
びソースリフレクタ７０５５を含む。
【０１６８】
　ソースリフレクタ７０５５は、光源７０５０の周囲で支持部７０３０内に配置される。
ソースリフクレクタ７０５５は、プラスチック材料、金属材料、及び／又はその他任意の
種別の好適な剛性材料で作成されてもよい。例えば、ソースリフレクタ７０５５は、プラ
スチック材料で作成され、反射率を改善するために研磨仕上げされた金属層が塗布されて
もよい。
【０１６９】
　ソースリフレクタ７０５５は、基部７０２０と支持部７０３０の間の空間７１１０内に
おいて対応する爪に光源７０５０からの光を当てるような構造を有する。ソースリフレク
タ７０５５は、図３４に示される通り、小端部７０５６及び大端部７０５７を備えた錐台
リフレクタとして設計されてもよい。ソースリフクレクタ７０５５の小端部７０５６及び
大端部７０５７は、各々、（ｉ）楕円形、（ｉｉ）円形、（ｉｉｉ）四角形、（ｉｖ）矩
形、（ｖ）長円形、及び（ｖｉ）多角形のうちの１つの形状の開口を有してもよい。開口
には、他の形状が使用されてもよい。図３２は、円形開口を備えたソースリフレクタ７０
５５を示し、図３３～図３５は、楕円形開口を備えたソースリフレクタ７０５５を示し、
図３６は、矩形開口を備えたソースリフレクタ７０５５を示している。図３６は、ソース
リフレクタ７０５５とともに光源７０５０を示す単なる例示であるが、光源７０５０は、
図３０～図３５と同様に配置されることが理解されなければならない。
【０１７０】
　ソースリフクレクタ７０５５の壁部７０５８は、ソースリフレクタ７０５５の小端部か
らの垂直位置に対して約２０°～約５０°の間の角度βで傾斜してもよい。例えば、壁部
７０５８は、垂直位置に対して約３５°の角度βで傾斜し、ソースリフレクタ７０５５は
、１１ｍｍの垂直高さを有する。この配置は、光源７０５０からの光を集中させ、光を空
間７１１０内の対応する爪に当てる。ソースリフレクタ７０５５の高さの最適値、リフレ
クタ開口の形状、及び傾斜角度βは、光源７０５０の寸法、光源７０５０の配光角度、爪
からの距離に基づくことが理解されなければならない。
【０１７１】
　一実施形態において、ソースリフレクタ７０５５は、楕円形形状の小端部７０５６にお
ける開口と、楕円形形状の大端部７０５７における開口とを有する。小端部７０５６は、
約７．５ｍｍと測定される短軸と、９．５ｍｍと測定される長尺を有し、大端部７０５７
は、約２３ｍｍと測定される短軸と、約２５ｍｍと測定される長軸とを有する。以下の表
は、異なる寸法の楕円形ソースリフレクタ７０５５の光強度出力（２５０ｍＡにおける）
の例を示している。
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【０１７２】
　図３７Ａ～図３７Ｅは、本発明の実施形態のネイルランプにおいて光源として使用可能
なＬＥＤ装置８０５０を示す。
【０１７３】
　一実施形態において、図３７Ｅに示される通り、ネイルランプは、ＬＥＤ装置８０５０
、光源支持部８９００、及びコントローラ８９１０ａ、８９１０ｂを含む。ＬＥＤ装置８
０５０は光源支持部８９００内に配置され、コントローラ８９１０ａは光源支持部８９０
０上に配置されてもよく、又はコントローラ８９１０ｂは光源支持部８９００の外部にあ
ってもよく、有線又は無線コントローラ等であってもよい。光源支持部８９００は、家具
８８００、例えば、テーブル上の棚、机等の下方に接続搭載可能であってもよい。光源支
持部８９００は、外部搭載部、ねじ、締め具、接着剤、又はその他任意の接続ハードウェ
ア又は材料の使用によって接続搭載可能であってもよい。
【０１７４】
　他の実施形態において、光源支持部８９００は、本明細書に記載のネイルランプの実施
形態、特に、ランプ６０１０及び７０１０等、ネイルランプの基部に接続されてもよい。
ＬＥＤ装置８０５０は、複数波長ＬＥＤ装置であってもよい。
【０１７５】
　ＬＥＤ装置８０５０は、複数の半導体チップ８３１０が連結された回路基板８３００を
含む。図３７Ａ及び図３７Ｄにおいて、４つの半導体チップ８３１０を回路基板８３００
上に示したが、ＬＥＤ装置８０５０は、異なる数のチップ又は単一のチップ８３１０を有
してもよい。図３７Ａ～図３７Ｄに示された実施形態において、４つのチップ８３１０は
、回路基板８３００に連結される。４つのチップ８３１０及び回路基板８３００は、少な
くとも部分的に、保護封止材又はレンズ８３２０で被覆される。例えば、レンズ８３２０
は、少なくとも４つの半導体チップ８３１０を被覆する。レンズ８３２０は、チップ８３
１０を保護するため、プラスチック、ガラス等、透明材料で作成されてもよい。レンズ８
３２０は、大きな配光角度又はビーム角度（例えば、１３５°の配光角度）を備えた半球
形状を有してもよく、或いは、より小さな配光角度又はビーム角度（例えば、６５°の配
光角度）を有するドーム状端部を備えた円筒形状であってもよい。
【０１７６】
　一実施形態において、チップ８３１０のうちの少なくとも１つは、約３８０～３９０ｎ
ｍの波長でピーク電磁放射強度を有し、チップ８３１０のうちの少なくとも１つは、約３
９５～４１５ｎｍの波長でピーク電磁放射強度を有する。より低波長のチップ８３１０（
すなわち、３８０～３９０ｎｍのチップ）が特定種別の光硬化性ネイル製品の表面硬化に
好適であり、より高波長のチップ８３１０（すなわち、３９５～４１５ｎｍのチップ）が
その種別の光硬化性ネイル製品のバルク硬化に好適である。従って、本明細書に記載のネ
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イルランプの実施形態においては、少なくとも１つの３８０～３９０ｎｍのチップ８３１
０と、少なくとも１つの３９５～４１５ｎｍのチップ８３１０が利用され、その種別の光
硬化性ネイル製品を効率的に硬化することができる。４つのチップ８３１０には、１つの
３８０～３９０ｎｍのチップと３つの３９５～４１５ｎｍのチップの組み合わせ、２つの
３８０～３９０ｎｍのチップと２つの３９５～４１５ｎｍのチップの組み合わせ、又は３
つの３８０～３９０ｎｍのチップと１つの３９５～４１５ｎｍのチップの組み合わせが含
まれてもよい。
【０１７７】
　以上の実施形態は、３８０～３９０ｎｍ及び３９５～４１５ｎｍのチップを含むものと
して説明したが、ＬＥＤ装置８０５０は、異なる種別の光硬化性ネイル製品を硬化するの
に好適な他の波長を放出するチップを有してもよいことが理解されなければならない。ま
た、以上に検討した通り、４つのチップについて説明したが、ＬＥＤ装置８０５０は、２
つ、３つ、４つ、５つ等のチップを含んでもよい。例えば、ＬＥＤ装置８０５０は、８つ
のチップを備え、３６５ｎｍ、３７５ｎｍ、３８５ｎｍ、３９５ｎｍ、４０５ｎｍ、４１
５ｎｍ、４２５ｎｍ等の波長のうちの何らかの組み合わせで発光するチップを備えてもよ
い。
【０１７８】
　以上説明したＬＥＤ装置８０５０は、例えば、モデル番号Ｎ５０５０Ｕ－ＵＮＬ２－Ａ
１Ｇ４１Ｈ（半球状）又はモデルＮ５０５ＯＵ－ＵＮＦ２－Ａ１Ｇ４１Ｈ（ドーム状端部
を備えた円筒状）としてＳｅｍｉＬＥＤ　Ｃｏｒｐ．（台湾）より入手可能なものであっ
てもよい。ＬＥＤ装置８０５０は、すべて同一のピーク強度波長を有するチップを含んで
もよく、又は異なるピーク強度波長を有する半導体チップを含んでもよい。
【０１７９】
　ＬＥＤ装置８０５０は、電子コントローラ（図示せず）に接続され、これに制御される
。コントローラインタフェースは、ネイルランプ（例えば、６０１０、７０１０、８０１
０）上に含まれ、オペレータがコントローラに対する指示を入力できるようにする。コン
トローラインタフェースは、ネイルランプの基部又は他の箇所に配置された制御ボタン、
制御ダイアル、デジタル入力パッド等のうちのいずれかの組み合わせを含んでもよい。コ
ントローラは、ＬＥＤ装置８０５０に対する電流を制御することにより、ＬＥＤ装置８０
５０の発光強度を変化させるようにプログラムされたＣＰＵであってもよい。例えば、コ
ントローラは、ＬＥＤ装置８０５０を、１００％強度、中間強度（例えば、４０％、５０
％、６０％、７５％、９０％）、又は強度の全くない状態（例えば、「オフ状態」）に設
定するために使用されてもよい。コントローラは、ＬＥＤ装置８０５０全体を（すなわち
、４つのチップ８３１０すべてを同時に）制御してもよく、又は各チップ８３１０を個々
に制御してもよく、又はチップ８３１０の組み合わせをともに制御してもよい。
【０１８０】
　図３８は、多数波長ＬＥＤ装置の相対ピーク強度波長プロファイルを示す。図示の通り
、約３８５ｎｍの波長における第１ピーク強度は、約４０５ｎｍの波長における第２ピー
ク強度より相対的に高い。
【０１８１】
　他の実施形態において、上述の光源のうち、特に光源６０５０、７０５０、及び８０５
０は、パルス生成シーケンスに応じてパルス生成可能であってもよい。パルス生成は、単
一波長ＬＥＤ装置又は複数波長ＬＥＤ装置で使用されてもよい。各々が単一ＬＥＤ装置又
は複数ＬＥＤ装置のいずれかを含む複数の光源を含んだネイルランプにおいては、ＬＥＤ
装置は、すべて同時にパルス化されてもよく、又は異なるシーケンスに従ってここにパル
ス化されてもよい。以下に述べる一例としての実施形態では、各々が単一のＬＥＤ装置を
含む複数の光源について説明するが、他の種別の光源も使用されてよいことが理解されな
ければならない。
【０１８２】
　一実施形態において、光源は、第１強度と第２強度の間でパルス生成可能である。第１
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強度は、ピーク強度（１００％）、又はピーク強度より低い強度であってもよく、第２強
度は、強度なし、又は強度なしより高いものの第１強度よりは低い強度であってもよい。
例えば、第１強度は、最大強度の９０～１００％であってもよい。他の例として、第１強
度は、最大強度の９０～１００％であってもよく、第２強度は、最大強度の４０～６０％
であってもよい。本明細書に記載の実施形態において使用可能なＬＥＤ装置は、通常、０
マイクロワット／ｃｍ２～６００マイクロワット／ｃｍ２の強度範囲を有する。そのため
、例えば、光源は、６００マイクロワット／ｃｍ２～０マイクロワット／ｃｍ２の間でパ
ルス生成可能であってもよく、５００マイクロワット／ｃｍ２～２００マイクロワット／
ｃｍ２の間でパルス生成可能であってもよく、又は任意の他の強度間で（例えば、６００
マイクロワット／ｃｍ２～５００マイクロワット／ｃｍ２、４００マイクロワット／ｃｍ
２～２００マイクロワット／ｃｍ２、３００マイクロワット／ｃｍ２～０マイクロワット
／ｃｍ２等）パルス生成可能であってもよい。
【０１８３】
　光源は、所定のシーケンスに従って第１強度と第２強度の間でパルス生成可能であって
もよい。コントローラを使用して、所定時間後、第１強度から第２強度へ強度の調整を行
った後、所定時間、第２強度に留まるようにしてもよい。例えば、コントローラを使用し
て、光源に０．０１～５．０秒の時間、ピーク強度で発光させ、０．０１～１０．０秒の
時間、ゼロ強度で発光させてもよい（すなわち、光源をオフにする）。第１強度の時間と
第２強度の時間とは、同一の継続期間であってもよく、又は異なる継続期間であってもよ
いことが理解されなければならない。
【０１８４】
　光源は、単一のシーケンスでパルス化（すなわち、所定時間で第１強度と第２強度の間
をパルス化）されてもよく、又は所定時間又は所定サイクル数、シーケンスに従って反復
的にパルス化されてもよい。例えば、コントローラを使用して、５．０秒間（すなわち、
０．０～５．０秒の時間）、光源に６００マイクロワット／ｃｍ２の強度で発光させ、光
源を１０．０秒間（すなわち、５．０～１５．０秒）オフにし、このサイクルを６０．０
秒の時間繰り返してもよい。ここで、以上に述べた継続時間は、各々、５，０秒及び１０
．０秒であったが、これらの継続時間は単なる例である。他の継続期間値が使用されても
よい。
【０１８５】
　パルス生成シーケンスの例について、以下に説明する。第１例において、光源は、以下
のパルス生成シーケンスに従ってパルス生成可能である。光源は、まず、０．０１～５．
０秒の第１継続期間中、最大強度の４０～６０％である第１強度で作動された後、０．０
１～１０．０秒の第２継続期間中、０％の第２強度（「ゼロ強度」）で作動される。この
パルス生成シーケンスは、６０．０秒の継続期間中、繰り返される。
【０１８６】
　他の例において、光源は、以下のパルス生成シーケンスに従ってパルス生成可能である
。光源は、まず、０．５～２．０秒の第１継続期間中、最大強度の４０～６０％である第
１強度で作動された後、０．５～５．０秒の第２継続期間中、０％の第２強度（「ゼロ強
度」）で作動される。このパルス生成シーケンスは、約４．０～２０．０秒の継続期間中
、繰り返される。
【０１８７】
　他の例において、光源は、以下のパルス生成シーケンスに従ってパルス生成可能である
。光源は、まず、０．０１～５．０秒の第１継続期間中、最大強度の４０～６０％である
第１強度で作動された後、０．０１～１０．０秒の第２継続期間中、最大強度の９０～１
００％である第２強度で作動される。このパルス生成シーケンスは、６０．０秒の継続期
間中、繰り返される。
【０１８８】
　他の例において、光源は、以下のパルス生成シーケンスに従ってパルス生成可能である
。光源は、まず、０．５～２．０秒の第１継続期間中、最大強度の４０～６０％である第
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１強度で作動された後、０．５～５．０秒の第２継続期間中、最大強度の９０～１００％
である第２強度で作動される。このパルス生成シーケンスは、約４．０～２０．０秒の継
続期間中、繰り返される。
【０１８９】
　他の例において、光源は、以下のパルス生成シーケンスに従ってパルス生成可能である
。光源は、まず、０．０１～５．０秒の第１継続期間中、最大強度の９０～１００％であ
る第１強度で作動された後、０．０１～１０．０秒の第２継続期間中、０％の第２強度（
「ゼロ強度」）で作動される。このパルス生成シーケンスは、６０．０秒の継続期間中、
繰り返される。
【０１９０】
他の例において、光源は、以下のパルス生成シーケンスに従ってパルス生成可能である。
光源は、まず、０．５～２．０秒の第１継続期間中、最大強度の９０～１００％である第
１強度で作動された後、０．５～５．０秒の第２継続期間中、０％の第２強度（「ゼロ強
度」）で作動される。このパルス生成シーケンスは、約４．０～２０．０秒の継続期間中
、繰り返される。
【０１９１】
　他の例において、光源は、以下のパルス生成シーケンスに従ってパルス生成可能である
。光源は、まず、０．０１～５．０秒の第１継続期間中、最大強度の９０～１００％であ
る第１強度で作動された後、０．０１～１０．０秒の第２継続期間中、最大強度の４０～
６０％である第２強度で作動される。このパルス生成シーケンスは、６０．０秒の継続期
間中、繰り返される。
【０１９２】
　他の例において、光源は、以下のパルス生成シーケンスに従ってパルス生成可能である
。光源は、まず、０．５～２．０秒の第１継続期間中、最大強度の９０～１００％である
第１強度で作動された後、０．５～５．０秒の第２継続期間中、最大強度の４０～６０％
である第２強度で作動される。このパルス生成シーケンスは、約４．０～２０．０秒の継
続期間中、繰り返される。
【０１９３】
　以上、第１強度及び第２強度について説明したが、シーケンス中、任意の数の強度が使
用可能であることが理解されなければならない。例えば、光源は、６００マイクロワット
／ｃｍ２の強度で５．０秒間発光し、０マイクロワット／ｃｍ２の強度で１０．０秒間発
光し、４００マイクロワット／ｃｍ２の強度で３．０秒間発光するなどであってもよい。
【０１９４】
　以下、３つの強度を備えたパルス生成シーケンスの例について説明する。本例において
、光源は、以下のパルス生成シーケンスに従ってパルス生成可能である。光源は、まず、
約１．０秒の第１継続期間中、最大強度の４０～６０％である第１強度で作動された後、
約１．０秒の第２継続期間中、０％の第２強度（「ゼロ強度」）で作動され、その後、約
５０．０秒の第３継続期間中、最大強度の９０～１００％である第３強度で作動される。
このパルス生成シーケンスは、６０秒の継続期間中、繰り返される。
【０１９５】
　さらに、以上のパルス生成シーケンスを繰り返した後、光源は、所定時間、第１、第２
、又は第３強度の１つで連続作動するように制御されてもよい。或いは、光源は、シーケ
ンスを繰り返さず、シーケンス後、コントローラが光源をオフするまで、ある強度に維持
されてもよい。
【０１９６】
　２つの強度を含むパルス生成シーケンスの例において、第１強度の継続期間は、０．５
秒～２．０秒であり、第２強度の継続期間は、０．５～５．０秒であり、シーケンスの時
間の長さは、４．０～２０．０秒である。光源は、シーケンス後、パルス生成シーケンス
を含む６０．０秒の合計期間中、連続発光する。
【０１９７】
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　上述の通り、以上のコントローラは、ネイルランプの基部又は他の箇所に配置された複
数の制御ボタン、制御ダイアル、デジタル入力パッド等に連結されてもよい。制御ボタン
、ダイアル等を使用して、光源が発光する強度を変更し、上述のパルス生成シーケンスを
制御してもよい。以下の表は、光源の発光強度とパルス生成シーケンスを調整するために
使用される制御ボタンの値の例を示している。

【０１９８】
　以上の表に示される通り、ボタン１は、ピーク強度より低く、パルス生成シーケンス後
に連続照明を伴わない１０秒パルス生成シーケンスのために使用される。このボタンの使
用時、光源は、１．０秒間、ピーク強度の４８％で発光し、１．０秒間、０強度で発光し
（すなわち、光源はオフされる）、１０．０秒の合計継続期間（すなわち、５サイクル）
、繰り返しを行う。この特定のボタン１は、第１強度（４８％）及び第２強度（０％）の
継続時間が等しい（すなわち、１秒オンして１秒オフする）１０秒パルス生成シーケンス
を示すが、ボタン１は、代わりに、各強度で異なる継続時間を有してもよいことが理解さ
れなければならない。また、ボタン１は、任意の継続時間のパルス生成シーケンスであっ
てもよく、１０秒パルス生成シーケンスに限定されるものでない。例えば、ボタン１は、
光源が２．０秒間、ピーク強度の４８％で発光し、１．０秒間、０強度で発光し、このシ
ーケンスを繰り返す２０秒パルス生成シーケンスであってもよい。さらに、強度パーセン
テージと強度なしについて説明したが、ボタン１は、代わりに、２つの強度間（例えば、
４８％と１００％）でパルス生成されてもよい。
【０１９９】
　ボタン２は、同一強度で連続照明を行う継続期間に先立つ１０秒パルス生成シーケンス
のため、ピーク強度より低い場合に使用される。ボタン３は、パルス生成を行わない連続
時間中、ピーク強度より低い場合に使用される。ボタン４は、第１強度で１０．０秒シー
ケンス、光源をパルス化した後、連続時間、ピーク強度で光源をオンにする。ボタン１と
同様に、以上の表中の値は、単なる例示であり、限定とみなされてはならない。また、ボ
タン１～４について説明したが、任意の数のボタンが使用されてもよく、パルス生成シー
ケンスと発光強度の各組み合わせが個々のボタンに対応してもよいことが理解されなけれ
ばならない。さらに、上述の通り、制御ダイアル、入力パッド等が上述の制御ボタンの代
わりに使用されてもよい。
【０２００】
　他の実施形態において、コントローラを使用して、他のチップについて変更を行うこと
なく、光源内のチップのうちの１つの発光強度を変更してもよい。例えば、コントローラ
は、残りのチップに全電流を提供してそれらにピーク強度（すなわち、１００％）で発光
させつつ、第１チップへの電流を低下低下させることにより、ピーク強度未満の強度（す
なわち、１００％未満）で発光させるようにしてもよい。
【０２０１】
図３９及び図４０は、各々、パルス生成シーケンスを有さない光源、１０秒パルス生成シ
ーケンス（１．０秒オンし、１．０秒オフする、１０．０秒間のパルス生成）を有する光
源、及び２０秒パルス生成シーケンス（１．０秒オンし、１．０秒オフする、２０．０秒
間のパルス生成）を有する光源についての熱流対時間と、累積発熱対時間を示す。これら
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３つのサンプルはすべて、パルス継続時間後に６０秒間の連続照明を有する。図３９に示
される通り、パルスシーケンスなしでは、１０秒パルス生成シーケンス及び２０秒パルス
生成シーケンスに比較して高い熱流を有する。また、この比較的高い熱流は、１０秒パル
ス生成シーケンスと２０秒パルス生成シーケンスの双方のピーク熱量に先立って発生する
。６０．０秒の期間後、３つのシーケンスは近似熱流値を有する。図４０は、パルスシー
ケンスなしでは、結果として、より早期に比較的高い累積発熱を生じるのに対し、１０秒
パルス生成シーケンス及び２０秒パルス生成シーケンスでは、結果として、硬化プロセス
の初期段階で著しく低い累積発熱を生じることを示している。しかしながら、６０．０秒
の期間後、３つのシーケンスは、近似累積発熱値を有し、４２０秒までには、累積発熱は
３つのシーケンスすべてについてほぼ同一となる。
【０２０２】
　図３９及び図４０は、全体のパルスシーケンスで、ピーク熱流が発生するピーク時間が
遅延し、熱流のピーク値を低減し、照明期間中の累積発熱を低減し、結果として、パルス
なしシーケンスと同一の合計発熱となることを示している。このパルス生成シーケンスは
、熱に起因するユーザへの不快感又は火傷を回避しつつ、ネイル製品を効率的に硬化する
ように設計されてもよい。
【０２０３】
　以上に例示した実施形態は、本発明の構造的原則及び機能的原則を例示するために提供
されたものであり、限定を意図するものでない。対照的に、本発明の原則は、以下のクレ
ームの精神及び範囲内において、任意且つすべての変更、修正、及び／又は置き換えを含
むものであることが意図される。例えば、ランプ１０、１０１０、２０１０、３０１０、
４０１０、５０１０、６０１０、７０１０のうちの１つ任意の特徴と、８０００台の任意
の特徴とは、本発明の範囲を逸脱することなく、他のランプ１０、１０１０、２０１０、
３０１０、４０１０、５０１０、６０１０、７０１０のいずれかに組み込まれてもよい。
【０２０４】
　本願は、２０１３年３月１４日出願の米国出願第１３／８２７，３８９号、２０１４年
１０月３日出願の米国仮出願第６２／０５９，５８５号、及び２０１４年１０月２日出願
の米国仮出願第６２／０５８，８６５号の全体を参照として組み込む。
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